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は
じ
め
に

0
賃
織
業
者
の
「
不
正
」
問
題
の
展
開

●
『
桐
生
之
工
業
』
『
織
物
工
業
』
誌
の
試
み

③そ
の
後
の
「
不
正
」
問
題

おわ
り
に

［論文
要
旨
］

　明
治
期
に
賃
織
業
者
を
主
要
な
生
産
主
体
と
し
て
発
展
し
た
桐
生
絹
織
物
業
の
抱
え
て
い
た
深
刻
　
　
　
期
以
降
）
の
よ
う
に
公
権
力
に
よ
る
契
約
履
行
と
所
有
権
の
保
証
が
十
分
で
な
い
近
世
期
に
お
い
て

な
問
題
は
、
賃
織
業
者
に
よ
る
原
料
糸
詐
取
問
題
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
織
元
（
問
屋
）
が
前
貸
　
　
　
　
は
、
商
人
た
ち
が
私
的
に
契
約
履
行
と
所
有
権
を
保
証
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
し
た
原
料
生
糸
の
一
部
を
窃
取
し
て
生
糸
商
人
に
売
り
渡
す
こ
と
が
恒
常
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
多
角
的
懲
罰
戦
略
が
実
際
に
有
効
に
機
能
し
た
か
と
い
う
検
証
は
な
い
し
、
じ
つ

こ
れ
は
、
発
注
主
で
あ
る
織
元
が
賃
織
業
者
の
生
産
活
動
を
常
時
監
視
し
え
な
い
問
屋
制
固
有
の
重
　
　
　
　
は
国
家
権
力
が
法
と
裁
判
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
を
完
全
に
保
証
す
る
と
い
う
建
前
に
な
っ
た
明
治
期
以

大問
題
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
ま
た
日
本
に
限
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
史
研
究
に
お
い
て
も
注
目
さ
　
　
　
降
に
お
い
て
も
、
桐
生
の
織
元
た
ち
は
繰
り
返
し
近
世
以
来
の
多
角
的
懲
罰
戦
略
を
試
み
て
い
た
の

れ
、
工
業
の
主
要
な
生
産
形
態
が
問
屋
制
か
ら
工
場
制
に
移
行
し
て
い
っ
た
一
要
因
と
み
な
す
研
究
　
　
　
　
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
裁
判
に
訴
え
る
コ
ス
ト
な
ど
か
ら
近
代
に
お
い
て
も
国
家
権
力
（
近
代
法
）
に

者
さ
え
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
る
所
有
権
と
契
約
履
行
の
直
接
的
な
保
証
は
、
賃
織
業
者
の
わ
ず
か
な
不
正
を
抑
止
さ
せ
る
ま
で

　こ
の
問
題
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
、
近
世
期
に
織
元
が
こ
の
不
正
に
対
処
し
た
方
法
と
し
　
　
　
　
に
は
貫
徹
し
な
い
。
そ
こ
で
織
元
た
ち
は
、
依
然
同
業
組
合
に
よ
る
多
角
的
懲
罰
戦
略
を
試
行
し
た
。

て

株
仲間
に
よ
る
多
角
的
懲
罰
戦
略
（
不
正
を
働
い
た
賃
織
業
者
に
関
す
る
情
報
を
織
元
仲
間
に
周
　
　
　
　
し
か
し
そ
れ
が
手
直
し
さ
れ
つ
つ
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
ま
た
有
効

知
さ
せ
、
以
後
仲
間
全
員
が
そ
の
賃
織
業
者
と
の
取
引
を
拒
絶
す
る
と
い
う
私
的
な
規
約
・
制
度
に
　
　
　
　
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
過
程
を
追
い
つ
つ
、
多
角
的
懲
罰
戦
略
が
有
効
に
機
能

よ
り
こ
の
不
正
を
防
止
せ
ん
と
す
る
戦
略
）
を
高
く
評
価
す
る
見
解
が
現
れ
て
い
る
。
近
代
（
明
治
　
　
　
　
し
な
か
っ
た
要
因
と
そ
の
意
味
を
考
察
し
た
。

0
7
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は
じ
め
に

　
明
治
期
、
桐
生
の
絹
織
物
業
界
で
は
、
賃
織
業
者
や
奉
公
人
な
ど
に
よ
る
不
正
の

常
習
化
が
深
刻
な
問
題
と
な
り
、
多
方
面
に
影
響
を
与
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
一
八

九

〇
年
代
半
ば
の
桐
生
の
公
娼
設
置
反
対
運
動
の
中
に
も
端
的
に
み
ら
れ
る
。
も
と

も
と
桐
生
は
宿
場
町
で
は
な
か
っ
た
た
め
近
世
以
来
公
娼
は
存
在
せ
ず
、
群
馬
県
で

も
一
八
九
三
年
に
廃
娼
が
断
行
さ
れ
た
が
、
翌
九
四
年
末
頃
か
ら
群
馬
県
会
で
公
娼

設
置
論
が
台
頭
し
、
桐
生
で
も
一
部
有
志
に
よ
り
設
置
運
動
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
に

対

し
て
、
反
対
の
先
頭
に
立
っ
た
の
が
じ
つ
に
桐
生
商
工
業
組
合
で
あ
っ
た
。
そ
の

反
対
理
由
が
や
や
ふ
る
っ
て
い
る
。
商
工
業
組
合
は
、
元
機
屋
（
織
元
）
や
買
次
商

の
奉
公
人

た
ち
、
さ
ら
に
賃
織
業
者
、
生
糸
商
・
撚
糸
商
の
奉
公
人
た
ち
が
遊
廓
で

遊
ぶ
金

を
つ
く
る
た
め
に
不
正
を
は
た
ら
き
、
機
屋
の
女
工
た
ち
も
そ
の
低
賃
金
の

た
め
売
春
婦
に
転
業
し
た
り
、
そ
う
で
な
く
て
も
遊
惰
心
を
増
し
、
ひ
い
て
は
桐
生

織
物
業
は
衰
微
の
一
方
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
織
物
女
工
に
つ
い
て
は
さ
て

お
き
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
織
元
・
買
次
商
の
奉
公
人
や
賃
織
業
者
の
不
正
と

そ
の
特
徴
と
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
元
機
屋
の
機
屋
廻
り
（
賃

織
業
者
を
巡
回
し
て
製
品
を
集
め
る
雇
人
）
が
巡
回
の
途
中
に
製
品
を
窃
取
す
る
こ

と
、
賃
織
業
者
も
織
元
か
ら
渡
さ
れ
た
原
料
糸
を
窃
取
す
る
こ
と
、
買
次
商
の
雇
人

が
機
屋
か

ら
事
前
に
金
を
受
け
取
り
、
製
品
引
き
取
り
の
際
に
そ
の
分
だ
け
高
値
に

買
い
入
れ
て
差
し
引
き
す
る
こ
と
、
ま
た
店
の
帳
簿
を
担
当
す
る
者
は
容
易
に
巨
額

の
金
銭
を
窃
取
で
き
る
こ
と
、
生
糸
商
・
撚
糸
商
の
取
り
扱
い
商
品
は
高
価
だ
か
ら

雇
人
等
が
一
部
を
窃
取
し
て
も
数
円
の
金
が
容
易
に
で
き
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

と
く
に
買
次
商
の
奉
公
人
の
不
正
は
、
そ
れ
に
よ
り
買
次
商
が
大
き
な
損
失
を
蒙
れ

ば
、
振
り
出
し
た
手
形
が
不
渡
り
と
な
り
、
ひ
い
て
は
一
八
九
六
年
の
当
時
桐
生
最

大
の

買
次
商
で
あ
っ
た
佐
羽
商
店
の
破
綻
の
際
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
桐
生
地
方
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

大
恐
慌
に
陥
る
危
険
性
さ
え
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
ふ

つ
う
公
娼
設
置
の
反
対
理
由
と
し
て
、
風
紀
の
素
乱
、
人
道
上
の
問
題
な
ど
が

真
先
に
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
奉
公
人
・
賃
業
者
の
不
正
の
増
加
、

ひ
い
て
は
桐
生
織
物
業
の
衰
退
、
パ
ニ
ッ
ク
の
発
生
さ
え
危
惧
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
、
桐
生
織
物
業
に
お
け
る
広
範
な
不
正
の
横
行
と
、
そ
れ
を
容
易
に

防
止
し
え
な
い
業
界
有
力
者
た
ち
の
焦
り
と
不
安
が
見
え
る
。

　
本
稿
で
は
、
不
正
の
最
大
の
問
題
と
も
い
え
る
賃
織
業
者
の
不
正
問
題
に
対
象
を

限
定
し
て
、
な
ぜ
彼
ら
に
よ
る
不
正
が
横
行
し
、
織
元
た
ち
は
ど
う
不
正
に
対
処
し

よ
う
と
し
、
そ
れ
は
ど
の
程
度
効
果
が
あ
っ
た
の
か
な
ど
を
考
察
し
、
最
後
に
そ
れ

に
対
す
る
解
釈
を
加
え
る
。

　
従
来
、
経
済
史
研
究
に
お
い
て
は
、
問
屋
制
家
内
工
業
形
態
に
よ
る
織
物
業
の
賃

織
業
者
の
不
正
（
原
料
糸
の
抜
き
取
り
・
詐
取
・
着
服
）
問
題
は
、
繰
り
返
し
注
目

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
史
で
も
、
織
元
の
管

理
の

及
ば
な
い
問
屋
制
固
有
の
大
き
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
近
年
、

岡
崎
哲
二
は
、
近
世
日
本
に
お
け
る
こ
の
問
題
に
ふ
れ
、
近
代
社
会
と
は
異
な
っ
て

所
有
権
・
契
約
履
行
に
対
す
る
国
家
な
い
し
公
権
力
の
保
証
が
不
完
全
な
近
世
社
会

に
お
い
て
は
、
株
仲
間
（
同
業
組
合
）
に
よ
る
多
角
的
懲
罰
戦
略
が
問
屋
制
生
産
の

制
度
的
基
礎
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
、
桐
生
の
絹
織
物
業
を
事
例
と
し
て
議
論
し

　
　
（
2
）

て

い

る
。
多
角
的
懲
罰
戦
略
と
は
、
こ
の
場
合
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
。
織

元
が
賃
織
業
者
に
原
料
糸
を
渡
し
て
織
物
生
産
を
委
託
し
た
際
に
、
織
元
に
よ
る
監

督
・
監
視
が
賃
織
業
者
の
生
産
工
程
に
ま
で
行
き
届
か
な
い
た
め
に
、
賃
織
業
者
が

委
託
さ
れ
た
原
料
糸
を
詐
取
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
織
元
た
ち
は
、
も
し

賃
織
業
者
が
そ
う
し
た
不
正
を
働
い
た
場
合
、
そ
の
情
報
を
織
屋
（
織
元
）
仲
間
に

周
知
さ
せ
、
以
後
仲
間
全
員
に
そ
の
賃
織
業
者
に
対
す
る
生
産
委
託
を
停
止
さ
せ
る

と
い
う
私
的
な
規
約
・
制
度
（
桐
生
織
屋
仲
間
掟
）
を
定
め
、
こ
の
不
正
を
防
止
し

よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
治
期
以
降
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
不
正
に
対

し
て
は
国
家
権
力
の
下
で
の
裁
判
に
訴
え
れ
ば
済
む
が
、
近
世
に
お
い
て
は
公
権
力

は
こ
う
し
た
民
間
の
経
済
活
動
に
お
け
る
所
有
権
・
契
約
履
行
を
必
ず
し
も
保
証
す

208
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る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
多
角
的
懲
罰
戦

略

が
、
織
物
業
の
問
屋
制
生
産
に
対
し
て
実
際
に
有
効
に
機
能
し
た
か
ど
う
か
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
て

は
、
具
体
的
な
検
討
が
加
え
ら
れ
な
い
ま
ま
肯
定
的
な
推
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
明
快
な
論
理
構
成
か
ら
読
者
に
こ
の
場
合
も
あ
た
か
も
そ
れ
が
有
効
に
機
能
し

た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
近
世
桐
生
の
織
元
た
ち
に
よ
る
こ
う
し
た
多

角
的
懲
罰
戦
略
が
有
効
だ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
証
は
本
稿
で
も
ほ
と
ん

ど
取
り
扱
え
な
い
が
、
じ
つ
は
こ
う
し
た
多
角
的
懲
罰
は
近
代
に
入
っ
て
も
桐
生
の

織
元

た
ち
に
よ
っ
て
さ
か
ん
に
採
用
さ
れ
た
戦
略
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
公
権
力
に
よ

る
法
的
な
所
有
権
・
契
約
履
行
の
保
証
も
必
ず
し
も
十
分
に
賃
織
業
者
の
不
正
を
防

止

し
え
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
後
述
の
よ
う
に
賃
織
業
者
の
不
正
を
逐
一
公
権
力

（裁
判
）
に
訴
え
て
い
た
の
で
は
コ
ス
ト
が
か
か
り
す
ぎ
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
。
で

は
近
代
に
お
け
る
織
元
た
ち
の
多
角
的
懲
罰
戦
略
が
有
効
だ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
筆

者
の
見
解
は
そ
れ
も
か
な
り
否
定
的
で
あ
る
。
以
下
で
は
明
治
期
を
中
心
に
桐
生
の

賃
織
業
者
の
不
正
と
織
元
た
ち
の
対
処
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
は
じ
め
に
明
治
期
の
桐
生
織
物
業
の
構
造
に
つ
い
て
、
以
下
の
議
論
に
必
要
な
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

り
簡
単
に
記
し
て
お
こ
う
。
桐
生
織
物
業
で
は
、
織
元
は
元
機
屋
と
よ
ば
れ
、
こ
れ

が
賃
織
業
者
に
生
産
を
委
託
す
る
が
、
足
利
地
方
と
異
な
っ
て
元
機
屋
自
身
も
多
く

の
場
合
自
家
製
造
を
行
っ
た
。
た
だ
し
自
家
製
造
は
量
的
に
は
少
な
く
、
大
部
分
は

賃
織
業
者
に
委
託
し
た
。
ま
た
下
機
屋
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
元
機
屋
の
下
請
け
を

す
る
が
、
原
料
糸
は
自
ら
仕
入
れ
（
元
機
屋
か
ら
供
給
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
）
、
さ

ら
に
賃
織
業
者
に
生
産
を
委
託
す
る
も
の
で
あ
り
、
小
元
機
屋
と
も
い
う
べ
き
存
在

で

あ
っ
た
。
賃
織
業
者
は
織
機
も
元
機
屋
か
ら
借
り
受
け
る
場
合
も
あ
る
が
、
ふ
つ

う
は
賃
織
業
者
自
身
の
所
有
す
る
織
機
で
生
産
を
行
っ
た
。
賃
織
業
者
は
農
村
部
で

は

農
家
副
業
で
行
う
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
町
場
を
中
心
に
専
業
的
な
も
の
も
み
ら

れ

た
。
ま
た
明
治
期
の
桐
生
織
物
は
輸
出
向
織
物
と
内
地
向
織
物
に
大
別
で
き
る
。

こ
の
う
ち
内
地
向
織
物
は
一
部
の
高
級
品
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
賃
織
に
よ
り
生
産
さ

れ

た
が
、
輸
出
向
織
物
も
か
な
り
賃
織
に
依
存
し
て
生
産
さ
れ
た
。

　
一
八
九
五
年
の
同
業
組
合
調
査
に
よ
る
賃
織
業
者
（
下
機
屋
を
含
む
）
の
分
布
状

況

は
、
表
1
の
よ
う
に
山
田
郡
と
新
田
郡
の
一
部
に
お
い
て
三
一
八
四
戸
あ
り
、
賃

撚
糸
業
は
三
〇
〇
戸
あ
っ
た
が
、
一
八
九
九
年
調
査
で
は
、
組
合
地
域
で
あ
る
山
田

郡
、
新
田
郡
・
隣
県
足
利
郡
・
同
安
蘇
郡
の
一
部
に
お
い
て
、
「
織
物
製
造
業
」
（
元

機
屋
な
ど
）
七
五
三
戸
、
「
織
物
仲
買
商
」
（
買
次
商
）
三
七
戸
、
染
色
業
二
三
戸
、
「
賃

業
者
」
（
賃
織
業
者
、
賃
撚
糸
業
者
、
紋
工
、
機
持
な
ど
）
五
九
八
七
戸
な
ど
と
な
っ

て

い

た
。
一
八
九
五
年
の
場
合
、
桐
生
新
町
の
戸
数
は
＝
一
〇
〇
戸
前
後
と
推
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

れ
、
ま
た
桐
生
町
の
戸
数
は
三
一
六
九
戸
で
あ
っ
た
か
ら
、
桐
生
新
町
で
は
全
世
帯

の

二
二

～
二
三
％
程
度
、
桐
生
町
全
体
で
は
二
七
～
二
八
％
程
度
が
賃
織
業
者
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
一
入
九
〇
年
代
後
半
頃
（
明
治
三
〇
年
前

後
）
に
桐
生
町
内
で
は
下
層
民
を
中
心
に
専
業
・
兼
業
を
問
わ
ず
賃
織
に
従
事
し
て

い

た
家
は
二
～
三
割
に
も
上
っ
て
い
た
。

　
「
織
物
製
造
業
」
一
戸
当
た
り
の
平
均
賃
織
戸
数
・
賃
織
機
台
数
は
一
九
〇
〇
年

桐生織物業における貨織業者
　（下機屋を含む）（1895年）

表1

桐生新町 270戸
桐
生

東安楽土村・西安楽土村 399

町 新宿村 195

（小計） （864）

境野村 277

梅田村・桐生町下久方村 436

他
の
山

瓢諜器㌶強戸村｝ 494

田 相生村 196

郡 川内村 416

大間々町・福岡村 201

（小計） （2，020）

新田郡 笠懸村・薮塚村 300

（総計）
3，184

（出典）「桐生織物史」下巻、19～20頁．

注：左欄の「桐生町」等の三区分は，中欄の村名から明らかな

　　ように，厳密なものでない．
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代
頃
に
一
〇
戸
弱
・
一
〇
台
弱
程
度
（
賃
織
業
者
一
戸
当
た
り
織
機
台
数
は
一
台

強
）
で
あ
っ
た
が
、
む
ろ
ん
「
織
物
製
造
業
」
の
中
で
は
自
家
製
造
を
中
心
と
す
る

も
の
と
賃
織
へ
の
委
託
を
主
と
す
る
も
の
と
で
賃
織
委
託
規
模
の
格
差
は
大
き
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
大
正
初
期
に
は
四
〇
～
五
〇
台
の
賃
機
を
抱
え
て
い
る
も
の
は
ふ
つ

う
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
ま
た
桐
生
織
物
業
に
お
い
て
は
、
日
本
織
物
会
社
（
一
八
八
七
年
設
立
）
・
成
愛

社
（
一
八
八
〇
年
設
立
）
な
ど
の
大
規
模
な
工
場
生
産
も
試
み
ら
れ
た
が
、
例
外
的

な
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
日
露
戦
後
以
降
、
力
織
機
を
装
備
し
た
工
場
が

増
加
し
て
い
っ
た
。
と
は
い
え
一
九
二
〇
年
代
初
頭
で
も
、
桐
生
市
内
で
は
す
で
に

手
織
機
台
数
よ
り
力
織
機
台
数
が
上
回
っ
て
い
た
が
、
山
田
郡
全
体
で
は
手
織
機
が

力
織
機
の
三
倍
と
前
者
の
方
が
ま
だ
は
る
か
に
多
く
、
賃
織
業
に
お
け
る
織
機
台
数

が
全
織
機
台
数
の
六
割
を
占
め
て
い
た
。
桐
生
織
物
業
の
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
に
問

屋

制
の
そ
し
て
お
そ
ら
く
多
く
の
家
内
工
業
形
態
の
賃
織
が
遅
く
ま
で
広
範
に
展
開

し
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
己
採
算
の
マ
ニ
ュ
生
産
な
い
し
工
場
生
産
が
よ
り

進
展
し
た
他
産
地
よ
り
、
賃
織
業
者
の
不
正
問
題
が
深
刻
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
織
元
が
賃
織
業
者
の
原
料
糸
詐
取
を
把
握
し
て
い
て
も
黙
認
す
る
場
合
は

事
実
上
の

現
物
給
与
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
賃
織
業
者
の
行
為
は
不
正
で
な
い
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
織
元
た
ち
が
主
導
す
る
同
業
組
合

か

ら
は
不
正
と
し
て
問
題
視
さ
れ
た
。
不
正
と
み
な
す
か
否
か
は
立
場
に
よ
っ
て
変

わ

っ

て

く
る
。
そ
こ
で
織
元
等
委
託
者
が
黙
認
す
る
場
合
を
含
め
て
賃
業
者
の
原
料

糸
詐
取
等
を
、
以
下
で
は
「
不
正
」
と
表
現
す
る
。
「
不
正
」
に
は
、
原
料
糸
詐
取

だ
け
で
な
く
原
料
糸
の
質
入
も
含
む
。
ま
た
賃
業
者
と
い
う
場
合
、
賃
織
業
者
と
と

も
に
賃
撚
糸
業
者
な
ど
も
含
む
。

註（
1
）
　
『
桐
生
市
史
』
中
巻
（
一
九
五
九
年
）
四
一
五
～
四
二
〇
頁
。

（
2
）
　
岡
崎
哲
二
『
江
戸
の
市
場
経
済
』
（
講
談
社
、
一
九
九
九
年
）
第
六
章
。

（
3
）
　
同
右
、
一
五
六
頁
。

（
4
）
　
以
下
、
山
口
和
雄
編
著
『
日
本
産
業
金
融
史
研
究
　
織
物
金
融
篇
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、

　
　
一
九
七
四
年
）
第
三
章
第
一
節
、
東
京
高
等
商
業
学
校
『
両
毛
地
方
機
織
業
調
査
報
告
書
』
二

　
九
〇
一
年
）
〔
『
群
馬
県
史
』
資
料
編
二
三
、
近
代
現
代
七
、
一
九
八
五
年
、
所
収
〕
、
亀
田
光

　

三

「絹
織
物
業
の
展
開
」
『
群
馬
県
史
』
（
通
史
編
八
、
近
代
現
代
二
、
一
九
八
九
年
）
、
横
山

　
源
之
助
『
日
本
の
下
層
社
会
』
（
一
八
九
九
年
）
〔
岩
波
文
庫
版
、
一
九
八
五
年
〕
第
三
編
第

　
　
一
章
、
『
桐
生
市
史
』
中
巻
（
一
九
五
九
年
）
な
ど
に
よ
る
。

（
5
）
桐
生
新
町
の
戸
数
は
、
一
八
七
二
年
が
二
〇
三
戸
、
一
九
三
〇
年
が
一
三
六
四
戸
（
『
桐

　
生
市
史
』
中
巻
、
七
七
九
頁
）
。
一
八
九
五
年
の
桐
生
町
の
戸
数
は
、
『
明
治
二
十
八
年
群
馬
県

　
統
計
書
』
に
よ
る
。
な
お
桐
生
町
は
、
一
八
八
九
年
に
桐
生
新
町
・
安
楽
土
村
・
下
久
方
村
・

　
新
宿
村
が
合
併
し
て
成
立
し
、
一
九
二
一
年
に
成
立
時
の
町
域
の
ま
ま
市
制
に
移
行
し
た
。

0
賃
織
業
者
の
「
不
正
」
問
題
の
展
開

　
岡
崎
『
江
戸
の
市
場
経
済
』
は
、
一
八
二
三
（
文
政
六
）
年
の
「
桐
生
織
屋
仲
間

掟
」
に
記
さ
れ
て
い
る
賃
織
屋
の
原
料
糸
詐
取
、
奉
公
人
の
不
正
に
対
す
る
多
角
的

懲
罰
規
定
を
指
摘
し
て
い
る
。
文
政
期
は
、
桐
生
織
物
業
に
お
い
て
賃
織
生
産
が
よ

う
や
く
活
発
に
な
っ
て
く
る
時
期
で
あ
る
と
と
も
に
、
天
保
初
期
頃
ま
で
「
桐
生
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
↓

物
業
の
繁
栄
期
」
と
い
わ
れ
、
機
屋
の
賃
織
需
要
が
相
対
的
に
旺
盛
だ
っ
た
時
期
と

思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
中
で
賃
織
業
者
の
「
不
正
」
が
横
行
し
「
仲
間
掟
」
の
制
定

に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
桐
生
織
物
史
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
一
八
五
一
（
嘉

永
四
）
年
・
一
八
五
七
（
安
政
四
）
年
な
ど
に
も
賃
業
者
の
種
々
の
「
不
正
」
「
不
実
」

に
対
し
て
同
様
な
規
定
を
定
め
た
り
、
ま
た
質
屋
へ
の
糸
絹
類
を
質
物
と
し
て
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

入
れ

る
こ
と
を
禁
止
し
た
議
定
書
な
ど
も
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
時
期
は
い
ず
れ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

桐
生
織
物
業
の
好
況
期
で
あ
り
、
反
対
に
不
況
期
の
天
保
後
期
な
ど
に
は
こ
う
し
た

規
定
は
見
当
た
ら
な
い
。
賃
業
需
要
が
減
少
す
る
不
況
期
に
は
、
賃
業
者
は
委
託
者

に
取
引
を
求
め
て
「
不
正
」
を
自
粛
す
る
か
ら
織
屋
仲
間
等
の
こ
う
し
た
規
定
も
必

要
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
近
世

期
の
桐
生
織
物
業
は
、
賃
織
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
明
治
期
以
降
に

比

し
て
な
お
高
級
品
生
産
が
中
心
で
あ
っ
た
た
め
、
織
屋
内
部
で
行
わ
れ
る
生
産
の
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（
4
）

比
重
は

な
お
高
く
、
織
屋
の
賃
織
へ
の
依
存
度
が
後
年
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、

相
対
的
に
規
制
が
機
能
し
や
す
い
条
件
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
好
況
期
に

制
定
さ
れ
た
織
屋
仲
間
に
よ
る
多
角
的
懲
罰
規
定
が
機
能
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記

述
は

今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
す
ぐ
後
で
述
べ
る
一
八
八
八
年
に
桐
生
・

足
利
・
佐
野
の
三
組
合
が
群
馬
県
・
栃
木
県
に
賃
業
者
不
正
に
つ
き
行
政
上
の
取
締

り
を
願
い
出
た
文
書
に
よ
れ
ば
、
幕
政
期
に
関
東
取
締
出
役
に
よ
る
各
業
者
へ
の
鑑

札
の
下
付
と
「
屑
糸
買
」
（
賃
織
業
者
が
詐
取
し
た
原
料
糸
を
買
い
取
る
生
糸
商
）
の

禁
止
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
「
其
当
時
は
賃
業
者
の
悪
弊
梢
や
矯
正
の
端
緒
に
就

き
た
り
し
も
、
幕
政
陵
弛
の
時
に
際
し
て
、
此
制
も
自
然
に
消
た
る
も
の
・
如
く
、

爾
来
之
を
制
す
る
も
の
な
き
よ
り
、
又
漸
々
屑
糸
商
の
輩
出
す
る
と
共
に
再
び
賃
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

者
の

悪
弊
を
惹
起
す
に
至
れ
り
」
と
さ
れ
、
「
是
等
悪
弊
の
如
き
は
、
民
間
相
互
の

ヘ

　
　

ヘ

　
　

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

約
束
を
以
て
克
く
矯
正
改
良
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
（
傍
点
引
用
者
－
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

下
、
同
様
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
公
権
力
に
よ
る
取
締
り
を
要
請
し
た
文
書
だ
か
ら

当
然
と
は
い
え
、
幕
府
権
力
に
よ
る
規
制
の
効
果
は
指
摘
さ
れ
て
も
織
屋
仲
間
の
議

定

に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
ず
、
そ
の
「
民
間
相
互
の
約
束
」
に
は
大
き
な

限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
明
治
期
に
入
る
と
、
ま
ず
一
八
六
八
年
か
ら
六
九
年
の
春
に
戊
辰
戦
争
の
余

儘
さ
め
や
ら
ず
、
「
御
一
新
の
名
と
共
に
旧
仲
間
規
約
も
空
文
に
帰
し
」
た
た
め
、

六
九

年
八
月
に
あ
ら
た
め
て
「
生
糸
機
屋
仲
間
議
定
書
」
を
作
成
し
た
。
そ
の
中
に

幕
末
期
の
規
約
と
同
様
な
コ
、
糸
貸
賃
機
の
も
の
元
機
屋
江
不
実
有
之
者
江
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

仲
間
一
同
下
げ
札
に
致
、
取
引
致
間
敷
候
事
」
と
い
う
条
項
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

明
治
初
期
の
「
旧
物
破
壊
の
時
代
思
想
」
の
た
め
、
こ
の
仲
間
規
約
も
「
前
代
の
遺

物
と
し
て
余
り
に
顧
み
る
も
の
も
な
い
」
状
態
に
陥
り
、
仲
間
の
機
能
そ
の
も
の
が

停
止
し
た
状
態
に
な
っ
た
よ
う
で
、
一
八
七
五
年
一
二
月
に
桐
生
一
帯
の
織
屋
た
ち

は
当
時
そ
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
栃
木
県
庁
に
取
締
り
方
法
の
制
定
を
出
願
し
て
い
る
。

こ
の
「
織
屋
職
業
取
締
方
見
込
書
」
に
も
同
様
に
、
賃
織
業
者
の
不
正
取
締
り
の
願

が
記

さ
れ
て
お
り
、
『
桐
生
織
物
史
』
は
、
「
こ
れ
は
賃
機
品
の
質
入
、
売
却
、
目
不

足
、
端
切
屑
糸
没
収
、
甚
し
き
に
至
つ
て
は
、
反
数
撚
糸
の
欺
騰
等
賃
機
業
者
の
悪

弊
最
甚
し
か
つ
た
た
め
で
あ
ろ
う
」
と
推
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
栃
木
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

庁
に
よ
る
反
応
は
何
も
な
い
ま
ま
に
過
ぎ
た
。

　
そ
こ
で
桐
生
新
町
を
中
心
と
す
る
織
物
業
者
は
仲
間
制
度
の
復
活
を
め
ざ
し
、
一

八
七

八
年
七
月
に
桐
生
会
社
を
設
立
し
そ
の
認
可
を
得
た
。
桐
生
会
社
は
会
社
の
検

査

に
よ
り
製
品
に
証
紙
を
は
り
粗
製
乱
造
を
防
ぐ
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
た
が
、
こ

れ

は
そ
の
後
一
八
八
五
年
に
桐
生
物
産
会
社
に
改
組
さ
れ
た
。
桐
生
物
産
会
社
も
、

粗
製
乱
造
の

防
止
や
賃
業
者
・
職
工
に
よ
る
悪
弊
の
取
締
り
を
め
ざ
し
、
違
反
者
に

対
す
る
共
同
制
裁
も
規
定
し
た
が
、
結
局
一
八
九
〇
年
に
自
然
消
滅
し
た
。
桐
生
会

社

は
、
証
紙
に
糸
質
の
記
入
を
欠
い
た
こ
と
や
織
物
製
造
・
販
売
業
者
が
全
部
加
入

し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
効
果
が
十
分
で
な
か
っ
た
し
、
桐
生
物
産
会
社
も
「
欧
化

主
義
」
の
影
響
の
下
で
傘
下
業
者
か
ら
組
合
に
よ
る
共
同
制
裁
実
施
に
反
対
を
受
け
、

組
合

は
「
営
業
の
自
由
」
を
妨
害
す
る
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
有
効
な
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

能
は
果
た
さ
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
最
近
で
は
、
桐
生
物
産
会
社
の
消

滅

は
根
本
的
に
は
内
地
織
物
業
者
と
輸
出
織
物
業
者
の
対
立
が
原
因
で
あ
っ
た
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

う
見
解
も
だ
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
他
府
県
の
場
合
と
同
様
に
、
「
営
業
の
自
由
」

を
規
定
す
る
一
八
八
九
年
の
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
が
強
制
加
入
規
定
か
つ
違
反
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

制
裁
規
定
等
を
無
効
に
し
た
こ
と
が
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
桐
生
物
産
会
社
は
、
一
八
八
八
年
に
足
利
工
商
会
・
佐
野
機
業
組
合
と
と
も

に
賃
業
者
取
締
申
合
規
約
を
定
め
、
農
商
務
省
に
そ
れ
を
出
願
し
、
認
可
さ
れ
て
い

た
。
明
治
に
入
っ
て
以
来
、
桐
生
織
物
は
高
級
品
か
ら
次
第
に
大
衆
品
に
転
換
し
、

ま
た
一
八
八
〇
年
代
に
入
っ
て
絹
綿
交
織
嬬
子
類
な
ど
の
流
行
や
織
物
輸
出
の
増
加

に
よ
り
、
賃
織
業
者
の
数
は
増
大
し
、
「
昔
日
は
賃
業
者
自
ら
機
業
家
に
来
り
、
低

頭
平
身
賃
織
物
の
委
託
を
乞
ひ
た
る
も
の
が
、
今
は
機
業
家
が
遠
く
三
四
里
を
隔
て

た
山
間
僻
邑
に
ま
で
奔
走
し
て
、
賃
業
者
を
探
求
す
る
時
代
に
逆
転
し
た
」
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

に
伴
っ
て
賃
織
業
者
の
「
不
正
」
は
ま
す
ま
す
増
長
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
点
は
、

足

利
や
佐
野
地
方
で
も
同
様
で
あ
り
、
上
記
の
賃
業
者
取
締
申
合
規
約
の
制
定
と

211



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第95集　2002年3月

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
桐
生
物
産
会
社
独
自
の
賃
業
者
取
締
申
合
規
約
の
実

施
細
目
は
不
明
で
あ
る
が
、
足
利
・
佐
野
と
の
三
組
合
連
合
申
合
規
約
に
は
、
元
機

屋

は
賃
業
者
一
名
毎
に
通
簿
を
渡
し
物
品
受
け
渡
し
の
記
載
を
明
確
に
す
る
な
ど
に

よ
る
「
不
正
」
の
防
止
策
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
多
角
的
懲
罰
規
定
自
体

は
な
い
。

　
そ
の
後
一
八
九
〇
年
に
桐
生
物
産
会
社
が
解
散
し
、
二
年
間
の
空
白
を
経
て
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

九

二
年
に
新
た
に
桐
生
商
工
業
組
合
が
創
立
さ
れ
た
。
し
か
し
桐
生
商
工
業
組
合
が

設
立

さ
れ
て
も
、
桐
生
物
産
会
社
と
同
様
に
当
初
は
営
業
者
に
対
す
る
拘
束
力
は
甚

だ
弱
か

っ

た
よ
う
で
あ
り
、
群
馬
県
は
一
八
九
四
年
一
月
、
県
令
に
よ
り
織
物
業
組

合
取
締
規
則
を
発
布
し
、
地
区
内
営
業
者
の
組
合
へ
の
強
制
加
入
制
や
組
合
に
よ
る

違
約
者
処
分
、
組
合
に
よ
る
製
品
検
査
等
を
法
的
に
保
護
し
た
。
『
群
馬
県
織
物
業

沿
革
調
査
書
』
は
、
織
物
業
組
合
取
締
規
則
発
布
事
情
に
つ
い
て
、
「
桐
生
、
伊
勢

崎
等
に
於
て
は
商
工
業
組
合
な
る
も
の
を
設
置
し
改
良
発
達
を
謀
り
た
る
も
業
務
の

発
達

と
共
に
大
に
弊
害
の
生
ず
る
あ
り
即
ち
県
令
を
以
て
取
締
規
則
を
発
布
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

不
得
止
情
態
に
至
り
し
も
の
な
ら
ん
乎
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
桐
生
商
工

業
組
合
の
下
で
一
八
九
四
年
＝
月
に
決
議
さ
れ
た
桐
生
賃
織
業
者
取
締
規
約
に
は
、

（
1
）
賃
業
者
が
も
し
依
頼
者
（
織
元
）
の
承
諾
を
得
な
い
で
糸
な
ど
を
売
却
し
た

り
、
や
む
を
得
な
い
事
情
も
な
い
の
に
不
相
応
の
目
切
を
な
す
な
ど
し
た
場
合
、
織

元

は
三
日
以
内
に
組
合
に
届
出
る
こ
と
、
（
2
）
そ
し
て
組
合
は
総
代
人
を
経
て
こ

れ

を
広
告
す
る
こ
と
、
（
3
）
組
合
員
は
こ
の
通
知
を
受
け
た
賃
業
者
に
賃
業
を
依

頼
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
、
（
4
）
さ
ら
に
組
合
は
警
察
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

伊
勢
崎
・
足
利
の
組
合
に
も
通
知
す
る
こ
と
、
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
桐

生

商
工
業
組
合
の
桐
生
賃
織
業
者
取
締
規
約
に
お
け
る
多
角
的
懲
罰
規
定
は
、
近
世

期
の
「
織
屋
仲
間
掟
」
の
よ
う
な
た
ん
な
る
「
民
間
相
互
の
約
束
」
に
止
ま
ら
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

公
権
力
に
保
護
さ
れ
た
強
制
力
の
あ
る
規
約
と
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
一
八
九
五
年
に
は
、
桐
生
商
工
業
組
合
に
従
来
組
織
化
対
象
で
な
か
っ
た

賃
業
者
（
下
機
屋
を
含
む
。
従
来
事
実
上
の
織
元
で
あ
る
下
機
屋
も
賃
業
者
と
し
て

非
加
入
で
あ
っ
た
）
も
加
入
さ
せ
る
べ
き
と
の
請
願
が
な
さ
れ
、
同
年
、
す
べ
て
で

は
な
い
よ
う
だ
が
賃
織
業
者
の
組
織
化
が
実
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
そ
れ
に

よ
り
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
賃
業
者
の
「
不
正
」
を
防
止
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
で

あ
る
が
、
「
不
正
」
増
加
の
背
景
に
は
、
一
八
九
〇
年
代
半
ば
の
急
速
な
桐
生
織
物

の
生

産
増
加
、
そ
れ
に
伴
う
賃
織
生
産
の
増
加
が
あ
り
、
賃
織
業
者
の
原
料
糸
詐
取

（売
却
）
・
質
入
の
ほ
か
、
加
工
賃
の
値
上
げ
要
求
、
織
元
が
そ
れ
に
応
じ
な
い
場
合

に
期
日
内
の
製
織
・
納
入
を
拒
む
こ
と
な
ど
が
横
行
し
、
織
元
も
加
工
賃
値
上
げ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

よ
る
賃
織
業
者
獲
得
競
争
に
走
る
こ
と
が
み
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
こ
こ
で

も
好
況
が
賃
業
者
の
「
不
正
」
を
助
長
し
、
個
々
の
委
託
者
も
そ
れ
を
容
易
に
阻
止

し
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
一
八
九
四
年
の
桐
生
賃
織
業
者
取
締
規
約
も
こ

の
好
況
を
背
景
に
し
た
「
不
正
」
の
増
加
が
制
定
の
契
機
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思

わ

れ

る
。
し
か
し
一
八
九
八
年
に
桐
生
商
工
業
組
合
が
重
要
輸
出
品
同
業
組
合
法
に

準
拠
し
て
桐
生
物
産
同
業
組
合
に
改
組
さ
れ
る
や
、
加
入
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
ば
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

り
の
賃
織
業
者
を
組
合
か
ら
除
外
し
た
。
そ
の
理
由
は
や
は
り
利
害
を
異
に
す
る
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

織
業
者
を
同
一
組
織
内
に
組
織
化
す
る
こ
と
に
失
敗
し
、
同
法
で
規
定
さ
れ
た
強
制

加
入
制
に
必
要
な
割
合
の
賃
織
業
者
を
含
め
た
同
業
者
の
同
意
を
得
ら
れ
な
く
な
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
一
八
九
四
年
の
桐
生
賃
織
業
者
取
締
規
約
の
多
角
的
懲
罰
規
定
も
有
効
に

機
能
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
九
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
横
山
源

之

助
『
日
本
の
下
層
社
会
』
は
、
桐
生
・
足
利
織
物
業
に
関
す
る
論
述
の
中
で
賃
織

業
者
の
「
不
正
」
問
題
に
ふ
れ
、
彼
ら
は
少
額
の
織
賃
の
た
め
「
不
正
」
な
し
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

生
計
が
立

た
ず
、
「
不
正
」
は
常
習
化
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
書
に

よ
れ
ば
、
同
地
で
は
一
定
の
目
切
れ
は
前
提
と
さ
れ
、
「
不
正
」
賃
業
者
か
ら
原
料

糸
を
買
い
取
る
「
屑
糸
買
」
が
桐
生
町
に
な
ん
と
三
二
〇
戸
、
境
野
村
に
九
〇
戸
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

広
沢
村
に
一
三
戸
も
あ
り
、
桐
生
地
方
か
ら
発
生
す
る
「
不
正
」
の
端
糸
は
年
間
七

万

二
千
円
に
も
上
る
計
算
に
な
る
と
い
う
。
一
八
九
八
年
の
桐
生
町
の
戸
数
は
三
四

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

五
〇

戸
で

あ
っ
た
か
ら
、
全
戸
数
の
ほ
ぼ
一
割
は
「
屑
糸
買
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
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る
。
こ
の
「
屑
糸
買
」
は
桐
生
町
以
外
の
賃
織
業
者
か
ら
も
「
不
正
」
に
取
得
し
た

原
料
糸
の
購
入
を
行
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
頃
同
町
の
全
戸
数
の
う
ち
賃
織

に
従
事
し
て
い
た
の
は
二
割
強
程
度
だ
っ
た
か
ら
、
ど
う
や
ら
ほ
と
ん
ど
の
賃
織
業

者
は
大
な
り
少
な
り
原
料
糸
の
詐
取
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
横
山
は
、
先
に
記
し
た
一
八
九
四
年
の
桐
生
賃
織
業
者
取
締
規
約
を
紹
介

し
、
「
桐
生
に
て
は
今
日
ま
で
違
約
者
を
出
せ
る
こ
と
僅
か
に
二
人
な
り
と
1
　
あ

あ
大
日
本
機
業
の
た
め
に
万
歳
を
叫
ぶ
べ
き
か
」
と
記
し
て
い
る
。
横
山
は
賃
織
業

者
に
同
情
的
で
、
織
賃
が
少
な
す
ぎ
る
た
め
賃
織
業
者
の
「
不
正
」
は
不
可
避
で
あ

る
と
い
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
「
違
約
者
」
と
は
賃
織
業
者
を
さ
し
て
「
不
正
」

の
少

な
さ
に
「
万
歳
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
当
然
組
合
員
の
織
元
の
こ
と

を
さ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
わ
ず
か
二
人
し
か
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
織

元

た
ち
は
賃
織
業
者
の
「
不
正
」
を
組
合
に
届
け
出
て
「
不
正
」
賃
織
業
者
を
多
角

的
懲
罰
に
付
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
そ
う
な
ら
ば
「
不
正
」
は
容
易

に

根
絶
す

る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
違
約
者
」
が
わ
ず
か
二
名
と
は
、
取

締
規
約
自
体
が
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
お
ら
ず
、
織
元
も
賃
織
業
者
の
「
不
正
」
を
見

逃

し
、
し
か
も
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と

解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
じ
つ
は
『
桐
生
織
物
史
』
も
、
こ
の
規
約
に
つ
い
て
、
「
桐

生

商
工
業
組
合
は
、
明
治
二
十
七
年
十
一
月
賃
業
者
取
締
規
約
を
規
定
し
て
、
賃
業

者
の
積
弊
矯
正
に
努
力
し
た
れ
ど
、
十
分
に
そ
の
目
的
を
貫
徹
す
る
に
至
ら
ず
、
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

者
の

遺
憾
と
し
た
る
処
で
あ
つ
た
」
と
総
括
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で

は
な
ぜ
、
多
角
的
懲
罰
規
定
や
裁
判
制
度
も
機
能
せ
ず
、
「
不
正
」
が
横
行
し

た
の
か
。
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
取
締
規
約
が
決
議
さ
れ
た
一
八
九
四
年
以
降

一
八
九

八
年
頃
ま
で
桐
生
の
織
物
生
産
は
輸
出
向
織
物
を
中
心
に
か
な
り
急
速
な
拡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

大

を
示
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
織
元
た
ち
に
よ
る
多
角
的
懲
罰
戦
略
が
機
能
す
る
条

件
に

乏

し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
横
山
源
之
助
も
、
こ
の
時
期
の
賃
織
業
者
の
有
利
さ

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
総

じ
て
桐
生
・
足
利
に
て
は
機
屋
の
数
お
よ
び
そ
の
産
出
高
に
比
し
て
割
合
に

　
　
賃
業
者
の
数
少
な
き
を
以
て
、
景
気
好
き
際
の
如
き
は
機
屋
と
機
屋
の
間
に
賃

　
　
業
者
を
争
い
、
す
な
わ
ち
賃
業
者
を
厳
責
す
る
こ
と
あ
れ
ば
「
そ
ん
な
八
釜
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
い
家
の
機
は
織
ら
ず
」
と
揚
言
し
、
口
を
極
め
て
悪
言
す
…
：
・

好
況
期

に
「
不
正
」
が
横
行
し
、
不
況
期
に
は
「
不
正
」
が
減
少
す
る
点
の
指
摘
は

他

に
も
数
多
く
あ
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
高
等
商
業
学
校
『
両
毛
地
方
機

織
業
調
査
報
告
書
』
（
一
九
〇
一
年
）
に
は
、
足
利
織
物
業
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

賃
織
業
者
の
糸
の
質
入
に
つ
い
て
、
「
是
等
ノ
不
法
行
為
タ
ル
猶
好
況
ノ
際
二
専
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
已
〕

行
ハ
レ
市
況
不
振
ナ
ル
ト
キ
ハ
行
ハ
レ
ス
。
蓋
シ
好
況
ナ
ル
ト
キ
ハ
元
機
屋
モ
巳
ム

ヲ
得
ス
受
質
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
不
振
ナ
ル
ト
キ
ハ
賃
機
屋
ハ
以
後
其
職
ヲ
失
フ
ヲ

以

テ
ナ
リ
」
な
ど
と
あ
る
。
ま
た
「
不
正
」
に
対
し
て
司
法
制
度
が
機
能
し
な
い
理

由
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
同
じ
く
『
両
毛
地
方
機
織
業
調
査
報
告
書
』
は
、
「
而
シ

テ

如
此
所
為
タ
ル
明
二
刑
事
上
ノ
犯
罪
ナ
リ
ト
難
モ
之
力
為
二
敢
テ
公
権
ヲ
煩
ハ
ス

寸
ナ
シ
。
何
ト
ナ
レ
ハ
其
手
数
煩
累
及
ヒ
費
用
ヲ
要
ス
ル
ト
、
且
ツ
之
力
為
二
賃
機

操
縦
上
不
便
ア

ル

ヨ
リ
、
寧
ロ
多
少
ノ
損
失
ヲ
蒙
ム
ル
モ
可
成
出
来
高
ヲ
多
ク
シ
テ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
日
此
損
失
ヲ
償
フ
ノ
勝
レ
リ
ト
ナ
ス
ヲ
以
テ
ナ
リ
」
と
記
し
て
い
る
。
い
ち
い
ち

裁
判
に
訴
え
て
い
た
の
で
は
コ
ス
ト
が
か
か
り
、
ま
た
そ
の
賃
織
業
者
と
の
以
後
の

取
引
が
不
能
に
な
る
ば
か
り
か
、
他
の
賃
織
業
者
に
も
敬
遠
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
的
関
係
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
て
い
た
の
は
同
業
組
合
を

結
成
し
て
い
た
元
機
屋
層
だ
け
で
は
な
く
、
同
業
組
合
の
な
か
っ
た
賃
織
業
者
も
同

様
だ

っ

た
は
ず
で
あ
る
。

　
他
方
、
横
山
源
之
助
は
、
元
機
屋
の
下
で
賃
織
を
も
行
う
下
機
屋
は
、
ふ
つ
う
の

賃
織
業
者
と
異
な
っ
て
、
「
元
機
屋
と
下
機
屋
と
の
間
柄
は
賃
業
者
の
如
く
ほ
し
い

ま
ま
に
無
茶
苦
茶
を
騨
べ
て
、
他
の
機
屋
に
移
る
自
由
な
く
、
金
銭
の
関
係
深
き
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

故
に
賃
業
者
の
所
為
に
倣
う
て
出
放
題
に
出
つ
る
あ
た
わ
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
で

は

な
ぜ
賃
織
業
者
よ
り
下
機
屋
の
方
が
「
自
由
」
が
小
さ
い
か
。
「
金
銭
の
関
係
深

き
」
と
は
何
か
。
ま
ず
、
お
そ
ら
く
賃
織
業
者
は
小
規
模
な
副
業
の
場
合
が
多
い
の

に
対
し
、
下
機
屋
は
専
業
的
で
、
高
価
な
機
織
設
備
を
有
し
（
撚
糸
・
染
色
も
行
う
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場
合
も
あ
る
）
、
大
口
の
注
文
を
引
き
受
け
て
い
た
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
他
業
に

依
存
な
い
し
転
換
し
に
く
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
と
も
関
連
し
て
、
下
機
屋
は
、

た
ん
な
る
賃
織
業
者
と
異
な
っ
て
製
品
の
企
画
力
も
あ
り
、
特
定
の
元
機
屋
が
要
求

す
る
特
殊
な
織
物
の
生
産
に
必
要
な
技
能
・
技
術
を
有
し
て
お
り
、
特
定
の
元
機
屋

と
の
技
術
的
連
携
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
横
山
源
之
助
は
、
「
下
機
屋

は
常
に
元
機
屋
に
圧
制
せ
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
或
る
意
味
に
お
い
て
は
賃
業
者
の
欄
然

な
る
よ
り
は
下
機
屋
が
元
機
屋
に
利
を
横
領
せ
ら
る
る
も
の
多
き
、
む
し
ろ
欄
れ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

べ

し
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
『
両
毛
地
方
機
織
業
調
査
報
告
書
』
は
、
足
利
に
つ
い

て

で

は
あ
る
が
、
元
機
屋
に
よ
る
下
機
屋
利
用
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
製
品
に
欠
陥

の

あ
る
時
は
織
り
直
し
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
「
下

機
屋
二
相
当
ノ
利
益
ヲ
占
メ
ラ
ル
・
ヲ
以
テ
自
ラ
元
機
屋
ノ
利
益
ヲ
減
ズ
ル
寸
ナ
リ
。

従
テ
利
益
ノ
薄
キ
綿
織
物
ナ
ド
ニ
ハ
下
機
屋
ヲ
用
ヰ
ズ
」
と
記
し
て
い
る
。
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

ち
下
機
屋
は
ま
さ
に
「
独
立
セ
ル
一
ノ
小
機
屋
」
で
、
専
業
的
で
高
度
な
技
術
を
有

し
て
い
た
ゆ
え
に
、
元
機
屋
か
ら
の
品
質
保
証
の
要
求
を
受
け
入
れ
る
一
方
、
一
般

に
は
相
対
的
に
高
い
織
賃
な
い
し
製
品
代
金
を
得
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
下
機
屋
と
元
機
屋
の
関
係
は
、
す
ぐ
れ
た
技
術
を
有
す
る
優
良
賃
織
業

者
と
元
機
屋
と
の
関
係
に
も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
織
賃
は
織
物
の
種
類

に
よ
っ
て
異
な
る
し
、
上
質
品
に
は
当
然
高
い
織
賃
が
支
払
わ
れ
る
。
当
時
の
賃
織

業
者
が
得
る
標
準
的
な
織
賃
が
、
『
桐
生
織
物
史
』
下
巻
や
『
群
馬
県
織
物
業
沿
革

調
査
書
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
後
者
所
収
の
「
桐
生
織
物
業
沿

革
調
査
書
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
一
九
〇
四
年
頃
の
単
位
当
織
賃
か
ら
一
日
当
織
賃

を
算
出
す
る
と
、
琉
珀
（
広
）
や
紹
織
の
六
七
銭
か
ら
観
光
嬬
子
二
五
銭
ま
で
と
か

な
り
幅
が
あ
る
う
え
に
、
こ
れ
ら
は
「
普
通
品
の
織
賃
に
し
て
上
等
品
即
ち
技
術
品

と
も
称
す
べ
き
も
の
に
至
て
は
普
通
織
賃
の
倍
額
を
も
要
す
る
も
の
あ
る
を
以
て
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

め
一
定
し
難
し
」
と
さ
れ
て
お
り
、
良
質
の
高
級
織
物
を
生
産
す
る
技
術
力
の
あ
る

賃
織
業
者
は
高
い
織
賃
を
得
て
い
た
。
し
か
し
高
級
織
物
の
比
重
は
、
前
述
の
よ
う

に
近
代
に
入
っ
て
低
下
し
た
し
、
も
と
も
と
元
機
屋
は
一
定
種
類
の
織
物
を
扱
っ
て

い

た
か
ら
、
こ
う
し
た
賃
織
業
者
は
特
定
元
機
屋
と
の
継
続
的
取
引
を
指
向
し
た
は

ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
賃
織
業
者
の
選
択
肢
は
、
特
定
元
機
屋
と
の
継
続
取
引
を
指

向
し
つ
つ
「
上
等
品
」
生
産
を
行
い
高
織
賃
獲
得
を
め
ざ
す
か
、
ま
た
は
取
引
先
の

変
更
も
辞
さ
な
い
で
「
不
正
」
の
収
入
を
得
な
が
ら
「
普
通
品
」
生
産
を
行
う
か
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
は
、
次
章
の
『
桐
生
之
工
業
』

誌
な
ど
が
試
み
た
賃
業
者
評
価
の
検
討
か
ら
あ
る
程
度
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
賃
織
業
者
の
「
不
正
」
に
対
し
て
、
司
法
制
度
も
、
ま
た
同
業

組
合
が
試
み
た
多
角
的
懲
罰
戦
略
も
有
効
に
機
能
し
な
か
っ
た
。
一
九
〇
〇
年
に
群

馬
県
が
賃
業
者
の
「
不
正
」
取
締
り
の
告
諭
を
発
し
た
際
に
、
そ
の
諭
旨
徹
底
の
た

め

桐
生
物
産
同
業
組
合
長
が
再
度
織
元
た
ち
に
「
賃
業
者
に
対
す
る
注
意
」
を
配
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
た
が
、
そ
の
文
章
の
「
若
し
賃
業
者
に
於
て
不
当
の
行
為
有
之
時
は
個
人
の
利
害

、

、
　
、
〔
措
〕
・

は
暫
く
描
き
地
方
物
産
全
体
の
健
全
を
保
持
す
る
為
め
毫
も
仮
借
す
る
所
な
く
本
組

合

に
申
告
し
相
当
の
処
分
を
要
求
せ
ら
れ
度
之
れ
特
に
各
位
の
注
意
を
要
す
る
所
な

（3
1
）

り
」
と
い
う
中
に
、
多
角
的
懲
罰
実
行
の
困
難
さ
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て

こ
う
し
た
「
不
正
」
の
横
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
織
が
容
易
に
消
滅
し
な
い
の

は
、
『
桐
生
織
物
史
』
も
記
す
よ
う
に
、
市
況
に
応
じ
て
織
物
生
産
を
伸
縮
す
る
こ

と
が
容
易
で
あ
り
、
工
場
設
備
等
が
不
要
で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
問
屋
制
の
組
識

と
運
営
の
費
用
が
マ
ニ
ュ
な
い
し
工
場
制
の
そ
れ
よ
り
低
い
か
ら
で
、
こ
れ
ら
の
メ

リ
ッ
ト
は
賃
業
者
の
「
不
正
」
横
行
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
を
補
っ
て
余
り
あ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

だ

っ

た
か
ら
で
あ
る
。

註（
1
）
　
工
藤
恭
吉
「
桐
生
機
業
の
展
開
」
『
群
馬
県
史
』
通
史
編
五
、
近
世
二
（
一
九
九
二
年
）
三

　
二
七
頁
、
三
三
三
～
三
三
四
頁
も
参
照
。

（
2
）
　
『
桐
生
織
物
史
』
中
巻
（
一
九
三
八
年
）
第
五
章
第
六
節
。

（
3
）
　
前
掲
、
工
藤
論
文
、
お
よ
び
川
村
晃
正
「
絹
織
物
産
地
に
お
け
る
開
港
の
影
響
」
葉
山
禎

　
作
他
編
『
伝
統
的
経
済
社
会
の
歴
史
的
展
開
』
上
巻
（
時
潮
社
、
一
九
八
三
年
）
を
参
照
。

（
4
）
　
た
と
え
ば
「
桐
生
織
物
業
沿
革
調
査
書
」
に
は
、
「
彼
の
天
保
時
代
〔
天
保
初
期
と
思
わ
れ
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る
〕
地
方
織
物
の
一
大
全
盛
と
称
し
た
る
時
の
如
き
実
に
地
方
織
物
の
名
声
海
内
を
聾
動
す

　
　
る
の
盛
況
を
呈
し
た
る
に
も
拘
ら
ず
当
時
織
物
の
種
類
た
る
撚
糸
織
椴
子
等
の
如
き
重
も
に

　
　
高
等
な
る
紋
様
織
物
の
製
産
盛
ん
な
り
し
を
以
て
機
業
家
は
何
れ
も
工
場
組
織
に
依
り
製
織

　
　
せ
し
が
故
に
他
家
に
賃
織
せ
し
む
る
も
の
勘
な
く
偶
其
意
匠
配
色
等
の
普
通
に
し
て
之
を
秘

　
　
密
に

す
る
の
必
要
な
き
も
の
に
限
り
他
人
に
委
托
し
賃
織
せ
し
め
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
を
以
て

　
　
賃
業
者
の
微
々
た
り
し
こ
と
論
を
侯
た
ず
」
（
群
馬
県
内
務
部
『
群
馬
県
織
物
業
沿
革
調
査
書
』

　
　
一
九
〇
四
年
、
所
収
、
六
〇
頁
）
な
ど
と
あ
る
。

（
5
）
　
『
桐
生
織
物
史
』
中
巻
、
五
四
六
～
五
四
七
頁
。
な
お
不
況
期
の
一
八
三
七
（
天
保
八
）
年

　
　
に
は
、
桐
生
新
町
の
絹
市
が
衰
退
し
た
た
め
、
桐
生
新
町
以
外
で
織
物
を
買
い
入
れ
た
絹
買

　
　
や
販
売
し
た
織
屋
に
対
す
る
多
角
的
懲
罰
を
規
定
し
た
議
定
書
も
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

　
　
よ
う
に
多
角
的
懲
罰
戦
略
は
岡
崎
の
モ
チ
ー
フ
の
よ
う
に
市
場
経
済
を
発
展
さ
せ
る
方
向
に

　
　
だ
け
で
な
く
、
発
展
を
阻
害
す
る
方
向
に
も
利
用
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
も
、
必
ず

　
　
し
も
有
効
に
機
能
せ
ず
、
結
局
議
定
も
「
有
名
無
実
化
し
て
い
っ
た
」
と
い
う
（
工
藤
、
前

　
　
掲
論
文
、
三
三
二
・
三
三
七
～
三
三
九
頁
）
。

（
6
）
　
『
桐
生
織
物
史
』
中
巻
、
二
四
五
～
二
四
六
頁
。

（
7
）
　
同
右
、
二
八
二
～
二
九
〇
頁
。

（
8
）
　
同
右
、
二
九
〇
・
三
〇
一
・
三
二
一
・
三
四
四
頁
な
ど
。

（
9
）
　
前
掲
、
亀
田
「
絹
織
物
業
の
展
開
」
二
六
一
頁
。

（
1
0
）
　
藤
田
貞
一
郎
『
近
代
日
本
同
業
組
合
史
論
』
（
清
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
五
七
～
六
〇
頁
を

　
　
参
照
。

（
1
1
）
　
『
桐
生
織
物
史
』
中
巻
、
五
三
入
頁
。

（
1
2
）
　
同
右
、
五
四
七
頁
。

（
1
3
）
　
桐
生
物
産
会
社
の
消
滅
に
よ
り
、
一
層
粗
製
乱
造
な
ど
が
横
行
す
る
よ
う
に
な
り
桐
生
織

　
　
物
の
名
声
が
失
墜
し
た
た
め
、
同
業
組
合
再
建
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
（
『
桐
生
織
物

　
　
史
』
下
巻
、
一
九
四
〇
年
、
一
一
頁
）
、
お
そ
ら
く
農
商
務
省
か
ら
「
各
地
方
特
有
重
要
物
産

　

保
護
」
の
た
め
特
に
取
締
規
則
を
設
け
う
る
と
の
指
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
も
関
係
が
あ
ろ
う

　
　
（
藤
田
、
前
掲
書
、
五
八
頁
）
。
事
実
す
ぐ
述
べ
る
よ
う
に
一
八
九
四
年
に
群
馬
県
に
よ
る
織

　

物
業
組
合
取
締
規
則
が
発
布
さ
れ
た
。

（
1
4
）
　
前
掲
『
群
馬
県
織
物
業
沿
革
調
査
書
』
一
二
～
ニ
ニ
頁
。

（
1
5
）
　
『
桐
生
織
物
史
』
中
巻
、
五
四
八
～
五
四
九
頁
。

（
1
6
）
　
す
な
わ
ち
、
元
機
屋
が
こ
の
多
角
的
懲
罰
規
定
に
違
反
し
た
場
合
、
組
合
に
よ
り
、
届
出

　
　
を
怠
っ
た
場
合
は
二
〇
銭
以
上
二
円
以
下
、
該
当
賃
業
者
に
賃
業
を
依
頼
し
た
者
は
一
円
以
上

　
　
一
〇
円
以
下
の
科
料
に
処
せ
ら
れ
（
桐
生
織
物
賃
業
者
取
締
規
約
第
五
条
・
第
六
条
）
、
そ
の

　

納
付
を
怠
っ
た
場
合
は
県
令
に
基
づ
い
て
一
〇
円
以
下
の
罰
金
も
し
く
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ

　
　
る
こ
と
に
な
っ
た
（
群
馬
県
織
物
業
組
合
取
締
規
則
第
一
六
条
）
。

　
　
な
お
そ
の
後
、
同
組
合
は
、
後
述
の
よ
う
に
重
要
輸
出
品
同
業
組
合
法
・
重
要
物
産
同
業
組

　
　
合
法
に
準
拠
し
た
組
合
に
な
っ
て
い
る
か
ら
（
名
称
は
変
更
）
、
そ
の
後
の
多
角
的
懲
罰
規
定

　
　
な
ど
も
公
権
力
を
背
景
と
し
た
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

（
1
7
）
　
『
桐
生
織
物
史
』
下
巻
、
一
六
～
一
七
頁
。

（
1
8
）
　
同
右
、
四
〇
頁
。

（
1
9
）
　
桐
生
商
工
業
組
合
の
「
織
物
製
造
業
」
組
合
員
数
を
み
る
と
、
一
八
九
五
年
に
賃
織
業
者

　
　
加
入
の
規
約
改
正
に
よ
り
、
前
年
の
七
〇
七
か
ら
一
挙
に
三
四
六
〇
に
増
加
し
た
が
、
翌
九

　
　
六

年
に
は
早
く
も
＝
一
五
、
九
七
年
は
八
七
四
な
ど
と
い
う
減
少
ぶ
り
で
あ
っ
た
（
同
右
、

　
　
「
二
九
頁
）
。

（
2
0
）
　
横
山
『
日
本
の
下
層
社
会
』
＝
二
〇
～
＝
二
七
頁
。

（
2
1
）
　
「
端
糸
」
と
か
「
屑
糸
」
と
い
っ
て
も
、
賃
織
業
者
は
少
量
ず
つ
詐
取
し
た
バ
ラ
バ
ラ
の
生

　
　
糸
を
売
る
の
で
は
な
い
。
『
両
毛
地
方
機
織
業
調
査
報
告
書
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
も
足
利
織
物

　
　
業
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
賃
織
屋
力
此
不
正
ヲ
為
ス
ニ
ハ
其
方
法
甚
ダ
巧
ニ
シ
テ
…
…
最
初

　
　
受
取
リ
タ
ル
一
機
分
ノ
中
ヨ
リ
若
干
ヲ
盗
ミ
取
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
次
ノ
一
機
二
混
織
シ
、
更
二

　
　
其
機
ノ
中
ヨ
リ
倍
額
ノ
糸
質
均
一
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
取
ル
。
如
此
シ
テ
同
種
ノ
糸
ヲ
相
当
二
得
タ

　
　
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
出
糸
買
ナ
ル
是
等
ノ
盗
糸
買
入
ヲ
営
業
ト
セ
ル
小
商
人
二
売
渡
シ
」
（
一
二

　
　
一
頁
）
と
、
商
品
価
値
を
高
め
る
よ
う
工
夫
し
て
売
却
し
た
の
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
『
明
治
三
十
一
年
群
馬
県
統
計
書
』
に
よ
る
。

（
2
3
）
　
『
桐
生
織
物
史
』
下
巻
、
四
七
四
頁
。

（
2
4
）
　
同
右
、
六
・
五
三
五
頁
。
前
掲
、
亀
田
「
絹
織
物
業
の
展
開
」
二
五
〇
頁
、
図
三
〇
。

（
2
5
）
　
横
山
『
日
本
の
下
層
社
会
』
一
三
八
～
二
二
九
頁
。

（
2
6
）
　
以
上
、
『
両
毛
地
方
機
織
業
調
査
報
告
書
』
＝
三
頁
。

（
2
7
）
　
横
山
『
日
本
の
下
層
社
会
』
一
三
九
頁
。

（2
8
）
　
同
右
、
　
二
二
八
頁
。

（
2
9
）
　
『
両
毛
地
方
機
織
業
調
査
報
告
書
』
＝
二
九
～
一
四
〇
頁
。
下
機
屋
の
性
格
に
つ
い
て
は
、

　
　
こ
の
資
料
が
参
考
に
な
る
。

（
3
0
）
　
前
掲
『
群
馬
県
織
物
業
沿
革
調
査
書
』
「
桐
生
織
物
業
沿
革
調
査
書
」
七
三
～
七
四
頁
。

（
3
1
）
　
『
桐
生
織
物
史
』
下
巻
、
四
七
七
頁
。

（
3
2
）
　
同
右
、
四
七
七
～
四
七
八
頁
。
た
だ
し
一
般
に
織
物
業
に
お
い
て
問
屋
制
と
工
場
制
の
併

　
　
存
が
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
両
者
の
取
引
費
用
の
差
は
微
妙
な
場
合
も

　

多
い
は
ず
で
、
特
定
の
時
期
と
地
域
に
お
い
て
な
ぜ
特
定
の
生
産
組
識
が
支
配
的
で
あ
っ
た

　
　
か
は
た
ん
な
る
両
者
の
利
点
・
難
点
の
存
在
の
指
摘
に
止
ま
ら
ず
歴
史
的
初
期
条
件
な
い
し

　

歴
史
的
経
路
依
存
性
も
考
慮
し
て
説
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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②
『
桐
生
之
工
業
』
『
織
物
工
業
』
誌
の
試
み

　
一
九
〇
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
桐
生
織
物
業
の
業
界
誌
『
桐
生
之
工
業
』
と

『織
物
工
業
』
は
、
注
目
す
べ
き
試
み
を
そ
の
誌
上
で
行
っ
た
。
優
良
・
「
不
正
」
賃

業
者
の
氏
名
を
織
元
名
と
と
も
に
挙
げ
て
、
批
評
す
る
欄
を
創
設
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
ま
ず
『
桐
生
之
工
業
』
『
織
物
工
業
』
誌
の
性
格
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。

両
誌

と
も
出
版
元
は
桐
生
社
と
い
う
桐
生
織
物
学
校
職
員
同
人
の
結
社
で
、
そ
の
中

心

人
物
は
金
子
竹
太
郎
・
岩
下
龍
太
郎
・
前
原
悠
一
郎
ら
同
校
の
教
諭
た
ち
で
あ
っ

（2
）

た
。
同
社
は
一
八
九
六
年
に
『
桐
生
の
里
』
を
発
刊
し
、
一
入
九
八
年
一
〇
月
か
ら

そ
の
後
継
誌
と
し
て
『
桐
生
之
工
業
』
の
刊
行
を
開
始
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
雑
誌
は

他
の

機
業
地
か
ら
の
講
読
申
し
込
み
も
多
く
な
っ
た
た
め
「
桐
生
之
工
業
」
な
る
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

イ
ト
ル
で
は
不
適
当
と
な
り
、
一
九
〇
三
年
九
月
の
六
〇
号
か
ら
『
織
物
工
業
』
と

改
題
し
て
、
一
九
一
〇
年
九
月
の
一
四
四
号
ま
で
刊
行
を
続
け
た
。
両
誌
は
と
く
に

染
織
技
術
面
の
記
事
が
多
く
、
ま
た
各
地
の
織
物
産
地
の
状
況
、
市
況
な
ど
も
報
じ

て

い
た
。

　
『
桐
生
之
工
業
』
は
五
三
号
（
一
九
〇
三
年
二
月
）
か
ら
「
賃
業
欄
」
（
ま
た
は
「
賃

業
者
欄
」
）
を
設
け
た
が
、
そ
の
目
的
に
つ
い
て
、
同
号
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
本
誌
は
本
号
よ
り
賃
業
欄
を
特
設
し
、
先
つ
以
て
両
毛
地
方
賃
業
者
の
状
態
を

　
　
広
く
染
織
界
に
紹
介
し
、
其
弊
風
を
一
掃
し
其
善
行
を
賞
揚
せ
ん
と
す
、
之
れ

　
　
賃
業
者
其
物
の
織
物
に
関
係
を
有
す
れ
ば
な
り
、
若
し
夫
れ
賃
業
者
の
行
動
よ

　
　
ろ
し
き
を
得
ん
か
、
織
物
為
め
に
発
達
の
一
助
た
る
へ
く
、
不
徳
義
な
る
所
為

　
　
あ
ら
ん
か
、
織
物
衰
運
の
傾
向
た
ら
ん
、
織
物
と
賃
業
者
と
の
干
係
、
登
両
毛

　
　
地
方
の
み
な
ら
ん
や
、
本
誌
は
近
き
よ
り
遠
き
に
及
ほ
す
主
義
を
取
り
、
先
つ

　
　
両
毛
地
方
賃
業
者
の
記
事
に
手
を
下
し
、
余
力
あ
ら
ば
漸
次
本
邦
機
業
界
の
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
業
者
に
及
ほ
さ
ん

こ
こ
に
は
、
織
物
生
産
に
お
い
て
委
託
者
－
賃
業
者
の
関
係
が
重
視
さ
れ
、
も
っ
ぱ

ら
織
元
（
元
機
屋
）
を
中
心
と
す
る
委
託
者
の
立
場
か
ら
賃
業
者
（
主
に
賃
織
業
者
）

の

評
価
を
下
し
、
そ
れ
に
よ
り
織
物
業
の
改
善
・
発
展
に
貢
献
せ
ん
と
す
る
と
い
う

意
図
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
試
み
は
、
『
織
物
工
業
』
六
七
号
（
一
九
〇
四
年
四
月
）
ま
で
一
五
回
に
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

た
っ
て
続
け
ら
れ
た
。
六
八
号
以
降
に
は
こ
の
欄
は
見
当
た
ら
ず
、
連
載
は
中
止
さ

れ
て

い

る
。
こ
の
試
み
も
、
前
述
の
桐
生
賃
織
業
者
取
締
規
約
（
↓
八
九
四
年
）
の

施
行
な
ど
で
は
効
果
が
な
い
ま
ま
、
賃
業
者
の
「
不
正
」
の
横
行
を
背
景
に
始
め
ら

れ

た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
桐
生
の
代
々
続
い
た
機
屋
で
旧
家
の
出
身
で
あ
り
、
当

時
桐
生
社
の
中
心
人
物
と
し
て
『
桐
生
之
工
業
』
誌
な
ど
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
い
た

前
原
悠
一
郎
は
、
の
ち
に
、
「
賃
織
業
者
の
最
も
横
暴
を
極
め
駿
雇
し
た
」
の
が
「
明

治
三
十
六
、
七
年
頃
」
と
記
し
て
お
り
、
ま
た
「
不
正
」
賃
織
業
者
を
厳
し
く
非
難

　
　
　
　
　
（
6
）

し
て
い
る
か
ら
、
横
山
源
之
助
と
は
反
対
に
桐
生
社
は
も
っ
ぱ
ら
元
機
屋
の
立
場
か

ら
、
し
か
も
実
際
に
は
優
良
賃
業
者
の
賞
賛
よ
り
「
不
正
」
賃
業
者
の
糾
弾
に
力
点

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
試
み
は
、
当
該
の
元
機
屋
が
「
不
正
」
を
働

い

た
賃
業
者
と
の
取
引
を
停
止
し
、
さ
ら
に
こ
の
賃
業
者
と
他
の
元
機
屋
と
の
取
引

　
ヘ
　
　
へ

も
禁
止
す
る
と
い
う
意
味
の
多
角
的
懲
罰
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
「
賃
業
欄
」
に
掲
示
さ
れ
た
賃
業
者
は
、
優
良
者
は
も
ち
ろ
ん
「
不
正
」
賃
業

者
に
つ
い
て
も
評
価
を
下
し
た
元
機
屋
と
ま
だ
取
引
継
続
中
な
の
で
あ
る
く
た
だ
し

こ
の
後
当
該
の
元
機
屋
が
こ
れ
ら
の
名
指
し
し
た
「
不
正
」
賃
業
者
と
の
取
引
を
停

止

し
た
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
）
。
し
た
が
っ
て
、
「
賃
業
欄
」
連
載
の
目
的

は
、
賃
業
者
た
ち
へ
の
み
せ
し
め
、
「
不
正
」
賃
業
者
へ
の
今
後
の
「
不
正
」
行
為

の
抑
止
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
他
方
、
連
載
中
止
の
理
由
は
推
測
の

ほ

か

は
な
い
が
、
後
述
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
優
良
賃
業
者
の
記
載
ば
か
り
し
か
で
き

な
い
こ
と
が
次
第
に
わ
か
り
、
連
載
の
有
効
性
に
疑
問
が
も
た
れ
た
こ
と
に
よ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
欄
に
は
、
　
五
回
で
織
元
四
八
名
の
賃
業
者
総
計
三
三
九
名
に
つ
い
て
の
記

事
が
載
っ
て
い
る
（
表
2
～
4
）
。
賃
業
者
の
大
部
分
は
賃
織
業
者
で
あ
る
が
、
若
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（人）「桐生之工業』「織物工業』誌の「賃業欄」表2

干
の
賃
撚
糸
業
者
を
含
む
ほ
か
、
織
元
に
直
接
雇
用
さ
れ
て
い
る
男
女
職
工
も
ご
く

わ

ず
か
記
載

さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
便
宜
上
、
賃
業
者
と
呼
ぶ
）
。

織
元

四
八
名
中
、
桐
生
町
在
住
者
は
四
二
名
と
大
部
分
を
占
め
る
。
そ
の
う
ち
桐
生

新
町
の

織
元

は
一
丁
目
を
中
心
に
一
六
名
を
数
え
て
い
る
。
一
織
元
に
つ
き
記
載
賃

業
者
の
最
多
数
は
二
二
名
、
最
小
は
二
名
で
、
一
織
元
当
た
り
平
均
記
載
賃
業
者
数

は
七
・
一
名
で
あ
る
。
も
っ
と
も
各
織
元
が
現
実
に
委
託
し
て
い
た
賃
業
者
す
べ
て

資　　　料 ◎○ △ 一 × 計 備考
『桐生之工業』53号（1903年2月） 2　　8 2 2 14

「桐生之工業」54号（1903年3月） 1　13 2 1 17

『桐生之工業』55号（1903年4月） 6　21 27

『桐生之工業」56号（1903年5月） 8　18 1 27

『桐生之工業」57号（1903年6月） 15　　5 20

『桐生之工業」58号（1903年7月） 17　　9 1 2 29

『桐生之工業」59号（1903年8月） 5　21 26 ◎の2は女工，○の4は賃撚糸

『織物工業』　60号（1903年9月） 28 28 賃撚糸2，女工3，男工1

『織物工業」　61号（1903年10月） 30 30 賃撚糸1

『織物工業」　62号（1903年11月） 7　10 3 20

『織物工業」　63号（1903年12月） 19 1 20

『織物工業」　64号（1904年1月） 3　16 19

『織物工業」　65号（1904年2月） 7　10 2 1 20

『織物工業』　66号（1904年3月） 10　　8 4 22

『織物工業」　67号（1904年4月） 8　12 20 ◎の3は女工，男工

合　　　計 89　228 10 2 10 339

（注）賃業者評価の分類基準は概ね次の通りである．

　製品・技術・「正直」などでとくに賞賛しているもの………◎

　　（「最も……」「屈指の……」などの言辞のあるもの）

　　なんらかの賞賛の言辞のあるもの……………・・…・……………○

　「まず無事なり」「まず可なり」………………・・……・…………○

　「まず尋常なり」　・…………・・……………………”………’……△

　継続年数などのみで評価の言辞なし…………・……・…・………△

　　（たんに「励みつつあり」「力を尽くしつつあり」など）

　　「可もなく不可もなし」　………………・・………………・………一

　「不正」の言辞のあるもの・・………………・…………’……・・…×

を
記
載
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
く
の
賃
業
者
と
取
引
を

行
っ
て
い
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
記
載
さ
れ
た
賃
業
者
は
、
桐
生
町
一
五
〇

名
（
四
四
％
）
、
そ
の
他
の
山
田
郡
＝
一
八
名
（
三
八
％
）
で
、
こ
の
両
者
で
大
部

分
を
占
め
る
。
桐
生
町
の
中
で
は
、
桐
生
新
町
四
四
名
、
そ
の
他
一
〇
六
名
で
、
桐

生
新
町
に
少
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
東
西
安
楽
土
・
新
宿
な
ど
は
地
域
が
広
く
も

と
も
と
賃
業
者
が
多
い
の
で
あ
る
。
各
織
元
は
自
ら
の
居
住
町
村
の
賃
業
者
を
中
心

に
取
引
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、
表
4
に
表
示
し
た
よ
う
に
桐
生
新

町
在
住
織
元
の
賃
業
者
の
所
在
を
み
る
と
、
桐
生
新
町
ほ
か
の
桐
生
町
に
過
半
が
分

布
し
て
い
る
が
、
分
布
範
囲
は
相
当
広
範
囲
に
わ
た
り
、
山
田
郡
ば
か
り
で
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

新
田
郡
・
足
利
郡
に
ま
で
わ
た
っ
て
い
る
。

　

さ
て
表
2
に
は
、
注
記
し
た
よ
う
な
基
準
で
各
賃
業
者
の
評
価
記
事
を
五
つ
に
分

　
　
　
　
　
　
（
8
）

類

し
て
表
示
し
た
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
「
不
正
」
を
指
摘
さ
れ
た
賃
業
者

が
一
〇
名
と
著
し
く
少
な
く
、
全
体
の
わ
ず
か
三
％
た
ら
ず
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な

「不
正
」
に
関
す
る
記
事
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
一
方
で
、
同
誌
六
二
号
の
元
機
屋

岡
田
源
之
丞
（
山
田
郡
矢
場
川
村
）
の
三
名
の
賃
業
者
に
つ
い
て
、

　
　
右
三
名
も
同
し
く
岡
田
氏
の
賃
業
者
な
る
が
不
正
の
親
玉
に
て
能
く
横
糸
の
目

　
　
切
等
は
度
々
あ
り
是
迄
何
処
の
機
業
家
も
目
の
玉
を
ぬ
か
れ
た
事
度
々
あ
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
今
岡
田
氏
も
織
賃
の
貸
越
に
て
非
常
に
困
し
つ
・
あ
り

と
記
し
た
か
な
り
激
し
い
記
事
か
ら
、
「
小
島
氏
は
少
し
不
正
の
方
な
り
と
云
ふ
」

（五
八
号
）
と
か
、
「
中
に
て
浜
田
権
平
は
少
し
く
正
を
失
し
て
あ
る
方
な
り
」
（
六

五
号
）
と
や
や
遠
慮
が
ち
に
記
し
た
記
事
も
あ
る
。
「
不
正
」
の
具
体
的
内
容
は
、

そ
の
ほ
か
、
「
緯
糸
を
質
入
す
る
こ
と
」
（
五
三
号
）
、
「
緯
糸
を
消
耗
す
る
こ
と
甚
だ

し
」
（
五
三
号
）
、
「
時
と
し
て
は
横
糸
を
質
入
し
又
織
上
絹
の
見
え
ぬ
こ
と
等
時
々

あ
り
」
（
五
六
号
）
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
同
誌
五
八
号
の
富
岡
延
十
郎
（
桐
生
町

西
安
楽
土
）
の
賃
業
者
星
野
要
次
郎
に
つ
い
て
の
や
や
長
め
の
記
事
は
次
の
よ
う
で

あ
る
。

　
　
右
も
同
し
く
富
岡
氏
の
賃
業
者
な
る
が
あ
ま
り
正
直
と
云
ふ
に
ハ
非
ず
し
て
所
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表3　『桐生之工業」『織物工業』誌「賃業欄」の元機屋一覧

元機屋名 所　　在 掲載号 賃業者数 備　　　考

田村雄三郎 桐生町下久方村 53号 4 明31町議．

栗原亦五郎 桐生町一丁目 53号 5 ×一あり．

前原伝次郎 桐生町二丁目 53号 5
一

あり．

原勢九助 桐生町二丁目 54号 4 「某」に×あり．明33同業組合評議員．大7市制協議委員．

（但し「某」1を含む）

真尾源一郎 桐生町一丁目 54・59号 6 明44～同業組合評議員．大6町議．大7市制協議委員．大10（1級）市議

松本房太郎 桐生町一丁目 54・63号 8 明37町議．

加藤喜伊九郎 桐生町一丁目 54号 3

大島武平 桐生町一丁目 54・57号 7 明22（1級）町議．明25町議、

茂木米吉 桐生町下久方村 55・58号 14 明37町議．大7市制協議委員．大10（1級）市議．

岩沢善助 桐生町新宿村 55・60号 11 大7市制協議委員．大10（1級）市議．

遠坂伊太郎 桐生町新宿村 55号 10 大7市制協議委員．大10（1級）市議．

相田与惣吉 足利郡菱村 56号 2 〔桐生町外〕

加藤正一 桐生町一丁目 56号 8 明33桐生懇話会会員．明40町議．大7市制協議委員．

星野竹次郎 桐生町東安楽土村 56号 5 大7市制協議委員．

細谷安蔵 桐生町一丁目 56号 6 大2町議．

和田庄平 桐生町一丁目 56号 6 ×あり．

上野角太郎 桐生町一丁目 57号 4 大11～同業組合評議員．

北川頴一郎 桐生町一丁目 57号 8 明40町議．大7市制協議委員．

鈴木徳平 桐生町二丁目 57号 5 大7市制協議委員（但し下久方）．

橋本茂十郎 桐生町東安楽土村 58号 3 ×あり．

本島松太郎 桐生町下久方村 58号 6

増田定吉 桐生町西安楽土村 58号 8 大7市制協議委員．

富岡延十郎 桐生町西安楽土村 58号 7 ×あり．

服部芳松 桐生町下久方村 59号 8 大7市制協議委員．

小林栄太郎 桐生町東安楽土村 59号 4 明28，明31，明34町議．

岩崎慶三郎 桐生町東安楽土村 59号 5 大7市制協議委員．

岡部重三郎 桐生町下久方村 59号 6 大7市制協議委員．

福田常吉 桐生町新宿村 60号 10 明31，明34，明37町議．明33～36同業組合評議員．明37副組合長．

明38～大2組合長．明44県議．大7市制協議委員．

大沢栄太郎 桐生町下久方村 60号 15

大沢栄八 桐生町六丁目 61号 10 明33桐生懇話会会員．

江原貞助 桐生町新宿村 61号 10 大7市制協議委員．

朝倉庄二郎 桐生町新宿村 61号 10

住吉善蔵 桐生町下久方村 62号 2 大7市制協議委員．

大島芳平 足利郡足利町 62号 8 〔桐生町外〕

斉藤伴七 山田郡矢場川村 62号 2 〔桐生町外〕

岡田源之丞 山田郡矢場川村 62号 8 〔桐生町外〕×あり．

田島忠吉 桐生町一丁目 63号 5

丸木政吉 桐生町下久方村 63号 10

木村芳太郎 桐生町新宿村 64号 10

落合忠四郎 桐生町一丁目 64号 7

高久言一郎 足利郡足利町 64号 2 〔桐生町外〕

須永勝太郎 桐生町下久方村 65号 10

住吉芳太郎 桐生町下久方村 65号 7 大7市制協議委員（但し住吉由太郎）．

丸山弥幸 足利郡足利町 65号 3 〔桐生町外〕×あり．

内沼周吉 桐生町西安楽土村 66号 22 明34，明37，大6町議．大7市制協議委員（但し下久方）．

福田森太郎 桐生町新宿村 67号 10 明33桐生懇話会会員．大6町議．大7市制協議委員．

周東藤太郎 桐生町新宿村 67号 7 明40，明43町議．大7市制協議委員．

周東伊勢次郎 桐生町新宿村 67号 3

注1）「大7市制協議委員」とは，市制施行につき大正7年に町長が有志協議会を開いた際，集められた町議・区長・区長代理・伍長委員・

　　その他名誉職有志者（166名）．役職は，主に「桐生市史」中巻（1959年）による．

　2）元機屋48名・賃業者（女工等を含む）339名．1元機屋当たり賃業者7．1名．
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表4　『桐生之工業』『織物工業」誌「賃業欄」の

　　元機屋と賃業者の所在

元機屋の所在　　賃業者の所在 賃業者に関する備考

桐生町一丁目

　〃　二丁目

　〃　三丁目

　〃　四丁目

　〃　五丁目

　ク　六丁目

〔桐生新町小計〕

　ク　下久方

　〃　新宿

　ク　東安楽土

　〃　西安楽土

　〔桐生町　小計〕

12　　　　　　2　（2）

3　　　　　　8　（6）

　　　　　　　　　7　（3）

　　　　　　　　　5　（4）

　　　　　　　　　3

　1　　　　　　19　（9）
〔16〕　　　　　　　　　　〔　44〕　（24）

10　　　　　　19　（7）

　9　　　　　　　30

　4　　　　　　24　（6）

　3　　　　　　33　（14）

〔42〕　　　　　　　　　　〔150〕　（51）

×2

男工1，賃撚糸2，－1

女工3，男工1，賃撚糸1

賃撚糸3，×1

賃撚糸1，×1，－1

山田村矢場川村

　ク　梅田村

　〃　広沢村

　〃　韮川村

　〃　境野村

　〃　毛里田村

　ク　相生村

　ク　大間々町

　〃　川内町

　ク　休泊村

　〔山田郡　小計〕

2　　　　　　　　9

　　　　　　　　45　（10）

　　　　　　　　29　（2）

　　　　　　　　13

　　　　　　　　10　（1）

　　　　　　　　8　（5）

　　　　　　　　6　（6）

　　　　　　　　4　（4）

　　　　　　　　3　（1）

　　　　　　　　1
〔2〕　　　　　　　　　　　　〔128〕　（29）

×2

×1

女工2

×1

×1

×1

新田郡笠懸村

　〃　藪塚本町

　ク　鳥之郷村

　〃　強戸村

　ク　太田町

　〃　綿打村

　〔新田郡小計〕

　15　（2）

　9
　6　（3）

　3
　2　（2）

　1
〔36〕

足利郡足利町

　〃　菱村

　ク　山前村

　〃　小俣村

佐波郡東村

その他

31　　　　　　12　（3）

　　　　　　　　6　（3）

　　　　　　　　4　（4）

　　　　　　　　1

　　　　　　　　2 新潟県南蒲原郡出身の女工2

総　　計 48　　　　　　　　　　　　339　　（97）

（注）（）内は桐生新町の元機屋の賃業者．
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謂
景
気
機
織
と
云
ふ
質
な
り
景
気
よ
き
時
は
機
目
の
意
外
に
少
き
事
な
ど
度
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
あ
り
今
日
の
如
き
不
景
気
に
は
先
つ
な
み
の
正
直
と
云
ふ
も
可
な
り

こ
れ
ら
の
個
別
賃
業
者
に
つ
い
て
の
記
事
が
仮
に
事
実
か
ら
離
れ
て
い
る
と
し
て
も
、

こ
れ
ら
か
ら
当
時
の
賃
織
業
者
た
ち
の
「
不
正
」
の
実
態
、
あ
る
い
は
元
機
屋
と
賃

織
業
者
の
取
引
慣
行
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
元
機
屋
か
ら
渡
さ
れ
た
緯
糸
の
横

領
、
そ
し
て
屑
糸
商
へ
の
売
却
、
そ
の
結
果
と
し
て
品
質
不
良
の
製
品
が
で
き
る
こ

と
、
あ
る
い
は
緯
糸
の
質
入
、
織
り
上
げ
た
製
品
の
質
入
ま
た
は
売
却
な
ど
の
「
不

正
」
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
状
況
に
応
じ
て
、
つ
ま
り
賃
機
需
要
が
多
い
時
に
は

「
不

正
」
を
行
い
、
需
要
の
少
な
い
不
景
気
の
時
に
は
元
機
屋
か
ら
の
継
続
受
注
を

可

能
に
す
る
た
め
「
不
正
」
を
行
わ
な
い
と
い
う
賃
織
業
者
が
少
な
く
と
も
あ
る
程

度
は
存
在
し
、
こ
れ
を
「
景
気
機
織
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
、
賃
織
を
委
託
す
る
際

は

織
賃
を
前
渡
し
す
る
慣
行
も
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
、
緯
糸
を

質
入
し
て
金
銭
を
工
面
す
る
必
要
の
あ
る
賃
織
業
者
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
時
期
も
賃
織
業
者
の
あ
る
部
分
は
、
最
下
層
・
極
貧
層
に
属
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
せ
る
。
ち
な
み
に
右
の
緯
糸
の
質
入
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
者
は
、

桐
生
町
六
丁
目
・
同
東
安
楽
土
の
賃
織
業
者
で
あ
っ
た
。
桐
生
新
町
お
よ
び
そ
の
近
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辺
の
下

層
の
賃
織
業
者
は
、
質
屋
な
し
に
は
生
活
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点

で

は
「
不
正
」
と
貧
困
と
は
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
桐
生
・

足
利
の
賃
織
業
者
が
織
賃
の
低
さ
ゆ
え
に
「
不
正
」
を
行
う
こ
と
な
し
に
は
生
計
困

難
で
あ
っ
た
点
は
、
前
述
の
よ
う
に
当
時
、
横
山
源
之
助
『
日
本
の
下
層
社
会
』
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

強
調
し
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
元
機
屋
た
ち
が
こ
う
し
た
貧
困
や
低
い
織

賃
に
苦
し
む
「
不
正
」
賃
織
業
者
に
対
し
て
多
角
的
懲
罰
戦
略
を
採
用
し
て
も
「
不

正
」
は
容
易
に
消
滅
し
な
い
の
も
当
然
だ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ら
、
そ
う
し
た
賃
織
業
者
は
長
期
の
取
引
を
前
提
と
し
た
、
「
不
正
」
を
働
く
か
否

か

の

合
理
的
選
択
が
困
難
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
不
況
期
の
方
が
「
不

正
」
が
減
少
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
賃
織
業
者
は
不
況
期
に
も
そ
の
後
の
取

引
を
前
提
と
し
た
選
択
を
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
極

貧
の
賃
織
業
者
は
実
際
に
は
そ
う
多
く
は
い
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
賃
織
需
要
減

少
過
程
で
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
と
思
わ
れ
る
。

　
織
賃
前
渡
し
慣
行
は
、
こ
の
時
期
の
賃
織
業
者
の
「
不
正
」
横
行
を
非
難
し
て
い

た
前
原
悠
一
郎
も
指
摘
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
賃
織
業
者
の
「
傍
若
無
人
の
行
為
」

と
し
て
、
「
従
来
の
慣
習
と
し
て
は
賃
金
〔
織
賃
〕
の
支
払
は
織
上
げ
後
請
求
し
た

る
も
、
賃
織
業
者
の
祓
雇
時
代
に
あ
り
て
は
賃
金
を
前
渡
せ
ざ
れ
ば
引
受
く
る
者
な

く
…
…
」
な
ど
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
頃
こ
の
慣
行
が
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か

る
。
た
だ
し
こ
れ
は
こ
の
時
期
独
自
の
慣
行
で
は
な
く
、
す
で
に
近
世
期
に
も
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

在
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
好
況
期
に
は
、
原
料
糸
抜
き
取
り
な
ど

の

「不
正
」
の
増
加
の
み
な
ら
ず
、
賃
織
業
者
に
有
利
な
織
賃
支
払
慣
行
が
く
り
か

え
し
現
わ
れ
た
と
解
釈
で
き
る
。

　
先

に
「
不
正
」
の
指
摘
が
少
な
い
こ
と
を
述
べ
た
が
、
元
機
屋
が
公
の
場
で
自
分

の
名
前
を
出
し
つ
つ
賃
業
者
の
不
正
を
名
指
し
で
決
め
つ
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

う
多
く
は
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。
元
機
屋
が
こ
の
「
賃
業
欄
」
で
賃
業
者
の
「
不

正
」
を
指
摘
し
に
く
い
こ
と
は
、
同
誌
五
四
号
で
、
あ
る
元
機
屋
が
自
分
の
名
を
隠

し
つ
つ
賃
業
者
の
「
不
正
」
を
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
（
こ
れ
は
記

事
中
、
元
機
屋
を
「
某
氏
」
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
前
後
の
記
事
か
ら
こ
の
元
機

屋

は
原
勢
九
助
と
推
定
さ
れ
る
）
。
さ
ら
に
連
載
初
回
の
五
三
号
は
、
「
不
正
」
賃
業

者
の
記
事
ば
か
り
か
「
可
も
な
く
不
可
も
な
し
」
と
い
っ
た
リ
ア
ル
で
遠
慮
の
な
い

評
価
記
事
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
五
四
号
以
降
は
こ
う
し
た
記
事
が

極
端
に
減
っ
て
次
第
に
あ
り
き
た
り
の
ほ
め
言
葉
が
大
部
分
と
な
っ
て
い
く
。
こ
れ

は
「
賃
業
欄
」
掲
載
の
趣
旨
に
則
っ
て
初
回
は
実
態
を
率
直
に
記
し
た
も
の
の
、
二

回
目
以
降
は
こ
う
し
た
記
載
が
困
難
と
な
り
、
次
第
に
実
態
と
離
れ
た
記
載
に
な
っ

て

い
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
（
そ
れ
で
も
第
二
回
の
五
四
号
は
、
右
の
よ
う
に
元
機
屋

の

名
を
「
某
氏
」
と
隠
し
て
な
ん
と
か
「
不
正
」
賃
業
者
に
つ
い
て
の
記
事
を
掲
載

し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
）
。
結
局
、
元
機
屋
に
と
っ
て
自
分
の
名

も
挙
げ
て
取
引
継
続
中
の
（
あ
る
い
は
取
引
継
続
中
で
な
く
て
も
）
「
不
正
」
を
働

く
賃
業
者
の
名
を
公
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
く
（
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
元
機
屋

は
、
と
く
に
好
況
期
に
賃
織
業
者
獲
得
力
が
弱
ま
る
）
、
こ
う
し
た
試
み
は
も
と
も

と
成
功
し
が
た
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
実
際
に
「
不
正
」
を
行
う
賃
織
業
者
の

割
合
は
、
こ
れ
よ
り
は
る
か
に
高
い
と
推
定
さ
れ
る
。
元
機
屋
と
し
て
許
し
が
た
い

「
不

正
」
賃
織
業
者
の
割
合
と
し
て
は
、
遠
慮
な
く
自
ら
の
賃
織
業
者
の
評
価
を
し

て

い

る
初
回
号
の
栗
原
亦
五
郎
の
五
名
中
二
名
、
あ
る
い
は
六
二
号
の
岡
田
源
之
丞

の

八
名
中
三
名
な
ど
が
彼
ら
の
実
感
に
近
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
評
価
の
記
述
も
全
面
的
に
信
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、

一
応
優
良
賃
業
者
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
も
ま
っ
た
く
「
不
正
」
を
働
か
な

い
賃
業
者
で
あ
る
と
元
機
屋
が
認
識
し
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
。
軽
度
の
「
不
正
」

を
し
ば
し
ば
行
う
賃
業
者
に
も
あ
り
き
た
り
の
賞
賛
の
言
辞
が
与
え
ら
れ
て
い
て
も

不
思
議
で

は
な
い
。
他
方
、
「
不
正
」
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
賃
業
者
に
つ
い
て
の
記

述

に
も
事
実
と
異
な
る
可
能
性
が
な
く
は
な
い
。
織
元
が
、
賃
業
者
に
無
理
を
押
し

つ

け
た
上
、
思
い
通
り
に
い
か
な
か
っ
た
腹
い
せ
に
「
不
正
」
賃
業
者
と
し
て
非
難

し
て
い
る
よ
う
な
場
合
も
な
か
に
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
評
価
は
一
方
的
で
、
「
賃

業
欄
」
は
あ
っ
て
も
「
元
機
屋
欄
」
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

220



・松村敏［明治期・桐生織物業における織元一賃織関係の一考察】

　
で

は
な
ぜ
あ
る
元
機
屋
は
遠
慮
な
く
「
不
正
」
賃
業
者
を
暴
露
し
、
他
の
元
機
屋

は
そ
う
し
な
か
っ
た
の
か
。
事
例
が
少
な
い
た
め
、
以
下
は
や
や
穿
ち
す
ぎ
た
見
方

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
ず
「
賃
業
欄
」
に
登
場
す
る
元
機
屋
は
桐
生
町
の
有

力
者
・
名
望
家
が
多
い
。
す
な
わ
ち
表
3
の
よ
う
に
、
桐
生
町
外
の
元
機
屋
は
別
に

し
て
、
彼
ら
は
、
町
会
議
員
、
の
ち
の
市
会
議
員
、
町
議
・
区
長
な
ど
で
構
成
さ
れ

た
市
制
協
議
委
員
、
あ
る
い
は
同
業
組
合
役
員
な
ど
に
就
任
し
て
い
た
者
が
き
わ
め

（人）

表5　「桐生之工業』「織物工業』誌「賃業欄」の

　　　賃業者の取引継続年数

～ 1年 2～

　5年

6～
10年

11～

　15年

16～

　20年

21～

　25年

26～

　30年

31年～
計

◎

○
△
×

3（2）

13（2）

39（3）

66（10）

2
2

24（2）

84（5）

10（2）

13（1）

5

9（2）

17（1）

1

1
6

1

6（2）

87（11）

205（21）

　8

　2

計 16（4） 109（13） 108（7） 28（3） 27（3） 7 1 6（2） 302（32）

注1）たとえば「五年余」は，「2～5年」へ入れた．

　2）たとえば「五年以上」「五六年」は，「6～10年」へ入れた．

　　　「31年～」欄はすべて「三十年以上」と記載されたものである．

　3）「～1年」欄には，「日浅い」「近来」と記載されたものを含む．

　4）（）内は桐生新町の賃業者．

て

多
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
役
職
就
任
の
元
機
屋
の
中
に
は
、
自
分
と
相
手
の
実

名
を
挙
げ
て
相
手
の
「
不
正
」
を
報
告
し
た
者
、
あ
る
い
は
「
可
も
な
く
不
可
も
な

し
」
と
遠
慮
の
な
い
評
価
を
記
し
た
者
は
皆
無
で
あ
り
、
「
不
正
」
等
の
評
価
を
雑

誌
社
に
報
告
し
た
桐
生
町
内
の
五
名
の
元
機
屋
は
い
ず
れ
も
役
職
に
就
任
し
て
い
な

か

っ

た
。
と
く
に
同
町
の
最
有
力
者
層
と
み
ら
れ
る
茂
木
米
吉
な
ど
は
自
ら
の
賃
織

業
者
を
個
別
に
手
放
し
で
賞
賛
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
何

ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
以
下
の
二
つ
で
あ
る
。
第
一

は
、
桐
生
町
の
有
力
者
・
名
望
家
か
ら
な
る
有
力
元
機
屋
層
は
も
と
も
と
比
較
的
優

良
な
賃
織
業
者
と
継
続
取
引
し
て
お
り
、
中
下
層
元
機
屋
は
と
か
く
相
当
な
「
不

正
」
賃
織
業
者
と
取
引
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
第
二
は
、
有
力
者
’
名
望
家
ゆ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

の
政
治
的
配
慮
、
あ
る
い
は
有
力
元
機
屋
の
賃
織
業
者
獲
得
力
弱
化
へ
の
配
慮
か
ら

賃
織
業
者
の
「
不
正
」
を
報
告
し
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
こ
の
二
つ
の
要
因
が
重

な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
右
の
第
二
の
仮
説
に
よ
れ
ば
、
同
誌
五
四
号
に

お

い
て

自
ら
の
名
を
伏
せ
て
賃
織
業
者
の
「
不
正
」
を
指
摘
し
た
元
機
屋
が
原
勢
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

助
で
あ
っ
た
と
し
て
、
有
力
買
次
商
書
上
文
左
衛
門
家
と
親
戚
関
係
を
も
ち
、
そ
れ

な
り
の
有
力
者
・
名
望
家
で
あ
っ
た
原
勢
九
助
の
行
動
も
よ
く
説
明
で
き
る
。

　
次

に
、
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
「
優
良
」
・
「
不
正
」
賃
織
業
者
に
ど
の
よ
う
な
特
徴

が

あ
っ
た
か
に
つ
き
、
若
干
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
賃
業
者
の
多

く
は
、
元
機
屋
と
の
取
引
継
続
年
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
（
表
5
）
、

相
対
的
に
取
引
継
続
年
数
の
長
い
も
の
が
多
い
。
実
際
に
は
短
期
取
引
の
賃
業
者
が

か

な
り
い
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
般
に
優
良
賃
織
業
者
の
取
引
継
続
年
数
が
長

い

こ
と
と
対
応
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
最
長
取
引
年
数
は
「
三
十
年
以
上
」

で
、
そ
れ
は
全
体
の
二
％
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
明
治
初
期
頃
か
ら
の
継
続
取
引

が
ご

く
わ
ず
か
あ
る
程
度
で
、
近
世
期
か
ら
継
続
し
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ

て

よ
い
。
桐
生
新
町
の
賃
業
者
の
継
続
年
数
は
、
や
や
短
い
よ
う
に
み
え
る
一
方
、

か

な
り
長
期
の
取
引
継
続
者
も
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
存
在
し
て
お
り
、
顕
著
な
特
徴

は
見
出
し
が
た
い
。
「
不
正
」
賃
織
業
者
は
元
機
屋
の
所
在
地
か
ら
管
理
の
届
き
に
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く
い
遠
隔
地
に
居
住
す
る
も
の
が
多
い
か
と
い
え
ば
、
一
概
に
そ
う
と
も
い
え
な
い
。

元
機
屋
・
「
不
正
」
賃
織
業
者
と
も
に
桐
生
新
町
に
居
住
し
て
い
た
り
、
と
も
に
同

じ
村
人
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
質
入
は
別
と
し
て
原
料
詐
取
の
有
無
な
ど
は
基
本
的

に
納
入
さ
れ
た
製
品
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
の
で
、
な
ぜ
元
機
屋
に
と
っ
て
優

良
な
賃
織
業
者
と
不
良
賃
織
業
者
が
生
じ
る
か
は
、
地
理
的
な
位
置
如
何
よ
り
、
む

し
ろ
前
述
の
下
機
屋
の
場
合
と
同
様
に
、
専
業
（
な
い
し
主
業
）
か
副
業
か
と
い
う

点
と
、
織
物
の
種
類
な
い
し
賃
織
業
者
の
技
能
・
技
術
と
大
き
く
関
係
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
に
「
優
良
」
賃
織
業
者
の
中
に
専
業
的
・
主
業
的
と
思
わ
れ

る
者
が
若
干
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
『
織
物
工
業
』
六
三
号
に
は
、

　
　
　
　

梅

田
村
金
澤
　
　
小
嶋
縫
二
郎

　
　
右

は
桐
生
町
一
丁
目
儒
子
製
織
元
田
嶋
忠
吉
氏
の
賃
業
者
な
る
が
明
治
二
十
五

　
　

年
来
即
十
ニ
ケ
年
間
も
一
戸
三
四
台
の
機
台
に
て
只
管
同
氏
の
賃
業
を
実
直
に

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　

励
み

つ
・
あ
り

な
ど
と
あ
る
。
ま
た
「
賃
業
欄
」
に
記
さ
れ
て
い
る
賃
織
業
者
の
優
良
さ
は
、
「
実

直
」
「
正
直
」
「
誠
実
」
な
点
と
と
も
に
、
製
品
の
優
良
さ
、
と
く
に
共
進
会
・
博
覧

会
等
へ
出
品
す
る
製
品
を
生
産
し
て
い
た
点
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
高
級
品
・
上
質
品
を
生
産
す
る
賃
織
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
種
類
の
織
物
を

売
り
物
に
す
る
元
機
屋
か
ら
当
然
相
対
的
に
高
い
織
賃
を
獲
得
し
て
い
た
は
ず
で
あ

り
、
賃
織
業
者
も
ま
た
特
定
元
機
屋
と
の
取
引
を
継
続
さ
せ
る
た
め
に
「
不
正
」
は

行
い
に
く
く
な
っ
て
い
た
し
、
そ
も
そ
も
原
料
糸
を
詐
取
す
れ
ば
織
物
の
品
質
劣
化

は
免
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
大
衆
品
・
普
通
品
生
産
を
行
う
賃
織
業
者
は
、

多
少
の
原
料
糸
着
服
に
よ
る
品
質
劣
化
は
致
命
的
で
は
な
い
し
、
同
種
製
品
を
取
り

扱
う
元
機
屋
も
多
く
、
容
易
に
取
引
相
手
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
、
「
不
正
」
は

行
い
や
す
か
っ
た
。
こ
う
し
て
前
述
の
よ
う
に
賃
織
業
者
に
は
、
可
能
な
ら
ば
「
不

正
」
を
行
わ
ず
上
等
品
を
生
産
し
て
特
定
取
引
先
か
ら
高
い
織
賃
を
得
る
か
、
そ
れ

と
も
低
い
織
賃
で
大
衆
品
・
普
通
品
を
生
産
し
取
引
先
の
変
更
を
恐
れ
ず
「
不
正
」

に
よ
り
余
分
の
収
入
を
得
る
か
と
い
う
二
つ
の
道
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

高
級
品
製
織
の
技
術
の
な
い
場
合
、
お
よ
び
極
度
の
貧
困
に
喘
ぐ
賃
織
業
者
た
ち
に

は
、
後
者
の
道
し
か
選
択
の
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
以
下
、
『
桐
生
織
物
史
』
下
巻
、
二
〇
六
～
二
〇
七
頁
に
よ
る
。

（
2
）
　
彼
ら
は
た
ん
な
る
教
諭
で
は
な
く
、
明
治
末
～
大
正
期
に
は
、
日
本
絹
撚
会
社
・
両
毛
整

　

織
会
社
な
ど
桐
生
の
機
械
化
さ
れ
た
近
代
的
撚
糸
・
織
物
製
造
会
社
等
の
経
営
者
と
な
っ
た

　
　
（
前
掲
、
亀
田
「
絹
織
物
業
の
展
開
」
五
六
四
頁
）
。

（
3
）
前
原
悠
一
郎
『
桐
生
の
今
昔
』
（
桐
生
市
役
所
、
一
九
五
八
年
）
四
六
五
頁
。

（
4
）
　
『
桐
生
之
工
業
』
五
三
号
（
一
九
〇
三
年
二
月
）
三
五
頁
。

（
5
）
　
『
桐
生
之
工
業
』
五
三
号
～
『
織
物
工
業
』
六
七
号
、
お
よ
び
そ
の
前
後
の
号
は
、
東
京
大

　

学
法
学
部
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
お
よ
び
群
馬
県
立
図
書
館
所
蔵
。

（
6
）
　
前
掲
、
前
原
『
桐
生
の
今
昔
』
二
五
三
～
二
五
六
頁
。
ま
た
賃
織
業
者
の
「
横
暴
」
の
最

　

盛
期

が

「
明
治
三
十
六
、
七
年
頃
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
『
桐
生
之
工
業
』
『
織

　

物
工
業
』
誌
の
「
賃
業
欄
」
連
載
の
試
み
を
思
い
出
し
つ
つ
執
筆
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
7
）
　
な
お
、
表
4
で
賃
業
者
の
最
も
多
く
所
在
す
る
の
が
桐
生
町
の
北
方
に
位
置
す
る
山
田
郡

　

梅

田
村
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
桐
生
新
町
北
部
の
一
丁
目
お
よ
び
そ
の
北
に
位
置
す
る
下
久
方

　
　
の
元
機
屋
が
多
く
登
場
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
8
）
　
評
価
記
事
の
分
類
に
つ
い
て
さ
ら
に
注
釈
を
加
え
れ
ば
、
資
料
に
評
価
の
言
辞
の
な
い
「
△
」

　
　
の
賃
業
者
に
対
し
て
評
価
主
体
に
必
ず
し
も
プ
ラ
ス
評
価
の
意
図
が
な
い
と
は
限
ら
な
い
。

　

表
2
の
よ
う
に
「
○
」
に
分
類
し
た
プ
ラ
ス
評
価
が
著
し
く
多
く
、
そ
れ
も
連
載
の
回
を
重

　
　
ね
る
に
つ
れ
て
あ
り
き
た
り
の
プ
ラ
ス
評
価
記
事
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
評
価
の
言
辞
が
な

　
　
い
場
合
で
も
、
プ
ラ
ス
評
価
を
意
図
的
に
書
か
な
か
っ
た
と
は
限
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

　
　
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、
「
一
」
の
符
号
で
表
示
し
た
「
可
も
な
く
不
可
も
な
し
」
と
い
う
評
価

　
　
は
、
不
躾
で
、
文
字
通
り
「
可
も
な
く
不
可
も
な
い
」
賃
業
者
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
マ
イ
ナ

　
　
ス
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
評
価
を
下
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

（
9
）
　
『
織
物
工
業
』
六
二
号
（
一
九
〇
三
年
一
一
月
）
四
六
頁
。
な
お
、
賃
業
者
の
評
価
記
事
は

　
　
一
人
一
人
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
数
名
ま
と
め
て
記
さ
れ
た
も

　
　
の
も
多
い
。

（
1
0
）
　
『
桐
生
之
工
業
』
五
八
号
（
一
九
〇
三
年
七
月
）
四
五
頁
。

（
H
）
　
前
掲
、
横
山
『
日
本
の
下
層
社
会
』
二
三
一
～
一
三
四
頁
。

（
1
2
）
　
前
掲
、
工
藤
「
桐
生
機
業
の
展
開
」
三
〇
三
～
三
〇
九
頁
等
を
参
照
。

（
1
3
）
　
と
く
に
上
質
品
・
高
級
品
を
販
売
す
る
元
機
屋
に
と
っ
て
技
能
優
良
な
賃
織
業
者
の
獲
得

　
　
は
重
要
で
、
そ
れ
如
何
に
よ
り
た
だ
ち
に
製
品
価
格
に
響
い
て
く
る
。
『
桐
生
之
工
業
』
誌
に
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は
生
産
者
（
元
機
屋
）
毎
の
製
品
価
格
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
1
4
）
　
「
書
上
家
歴
史
的
記
録
」
（
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
「
桐
生
（
書
上
家
）

（
1
5
）
　
『
織
物
工
業
』
六
三
号
（
一
九
〇
三
年
一
二
月
）
二
五
頁
。

③
そ
の
後
の
「
不
正
」
問
題

文
書
」
）
。

　
一
九
二
年
七
月
、
両
毛
織
物
同
業
組
合
連
合
会
が
正
式
に
組
織
さ
れ
、
賃
織
業

者
の
「
不
正
」
防
止
の
た
め
、
以
下
の
四
点
に
つ
き
共
同
声
明
を
行
っ
た
。
（
一
）
織

物
帳
を
正
確
に
す
る
こ
と
（
織
物
帳
は
賃
業
者
へ
の
委
託
品
・
賃
金
の
受
け
渡
し
を

記
載
す
る
も
の
）
、
（
二
）
警
察
に
検
挙
さ
れ
た
「
出
糸
買
」
（
「
屑
糸
買
」
）
や
「
不

正
」
賃
業
者
を
庇
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
（
三
）
賃
織
業
者
の
争
奪
禁
止
（
処
分

を
受
け
た
「
不
正
」
賃
業
者
が
取
り
消
し
広
告
の
な
い
間
は
、
元
機
屋
は
賃
業
委
託

を
禁
ず
る
）
、
（
四
）
賃
織
業
者
・
「
出
糸
買
」
の
「
不
正
」
行
為
は
遠
慮
な
く
警
察

に

密
告
す
る
こ
と
。
こ
こ
に
は
同
業
組
合
が
国
家
権
力
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
多
角

的

懲
罰
を
含
む
摘
発
を
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
こ
れ
を
受
け
て
、
桐
生
織
物
同
業
組
合
は
同
年
八
月
、
同
じ
目
的
を
も
っ
た

き
わ
め
て
詳
細
な
「
賃
業
規
定
」
を
設
け
た
。
多
角
的
懲
罰
に
関
す
る
事
項
を
中
心

に
主
な
点
だ
け
を
記
せ
ば
、
（
一
）
同
組
合
で
は
織
物
帳
と
し
て
「
賃
業
引
合
帳
」
を

賃
業
者
に
交
付
し
、
組
合
が
賃
業
監
督
を
行
う
。
（
二
）
組
合
員
は
他
の
組
合
員
の

賃
織
業
者
に
賃
機
を
委
託
で
き
な
い
。
（
三
）
賃
銭
等
で
紛
議
の
場
合
は
組
合
長
の

仲
裁
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
四
）
賃
織
業
者
が
状
重
き
「
不
正
」
を
行
っ
た

場
合
、
全
組
合
員
に
賃
業
を
拒
絶
さ
せ
、
賃
業
者
の
雇
用
職
工
が
状
重
き
「
不
正
」

を
行
っ
た
場
合
、
賃
業
者
に
職
工
を
解
雇
さ
せ
る
。
（
五
）
賃
業
拒
絶
の
決
定
は
、

そ
の
事
実
を
組
合
掲
示
場
に
一
週
間
掲
示
す
る
。
（
六
）
組
合
の
決
定
に
よ
り
賃
業

拒
絶
を
受
け
た
賃
業
者
に
つ
い
て
、
そ
の
事
実
を
両
毛
織
物
同
業
組
合
連
合
会
に
通

告

し
、
連
合
会
傘
下
の
各
組
合
に
本
組
合
員
と
同
一
歩
調
を
と
ら
せ
る
。
（
七
）
組

合
は
賃
業
拒
絶
の
実
行
を
期
す
る
た
め
該
当
の
「
不
正
」
賃
業
者
の
監
視
を
行
う
。

（
八
）
組
合
員
が
賃
業
拒
絶
の
実
行
等
に
違
反
し
た
場
合
は
五
～
五
〇
円
の
過
怠
金

　
　
　
　
　

を
課
す
。

　

こ
の
「
賃
業
規
定
」
は
、
桐
生
織
物
業
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
で
最
も
完
備
し
た
多

角
的
懲
罰
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
手
段
に
よ
り
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

角
的
懲
罰
の
抜
け
道
を
防
こ
う
と
し
て
い
る
。
（
一
）
「
賃
業
引
合
通
帳
」
の
交
付
よ

り
、
授
受
し
た
物
品
・
金
銭
の
記
録
等
、
取
引
内
容
を
明
確
に
す
る
。
（
二
）
同
業

組
合
が
事
務
員
を
派
遣
し
、
「
賃
業
引
合
帳
」
の
閲
覧
等
を
通
じ
て
直
接
に
賃
業
者

を
監
督
す
る
こ
と
に
よ
り
、
賃
業
者
の
「
不
正
」
を
委
託
者
が
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す

る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
（
三
）
雇
用
職
工
の
行
っ
た
「
不
正
」
だ
か
ら
と
い
う
賃
業

者
自
身
の
責
任
逃
れ
を
さ
せ
な
い
。
（
四
）
組
合
員
で
あ
る
織
元
が
、
賃
業
拒
絶
を

受
け
た
他
の
委
託
者
の
賃
業
者
と
取
引
を
し
た
場
合
、
賃
業
拒
絶
決
定
の
組
合
掲
示

を
見
な
か
っ
た
、
と
は
い
わ
せ
な
い
。
（
五
）
組
合
員
に
対
す
る
罰
則
規
定
も
設
け

る
な
ど
賃
業
拒
絶
決
定
の
実
効
力
に
意
を
注
ぐ
。
（
六
）
賃
業
拒
絶
決
定
の
効
力
を

隣
接
地
域
の
織
物
同
業
組
合
に
も
及
ぼ
そ
う
と
す
る
。
右
の
内
容
の
中
に
は
、
（
二
・

（
二
）
な
ど
の
よ
う
に
す
で
に
一
八
八
八
年
の
足
利
・
佐
野
と
の
三
組
合
連
合
申
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

規
約
な
ど
で
も
同
様
の
条
項
が
あ
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
組
合
事
務
員
に
よ
る

取
締
に
つ
い
て
も
、
今
回
の
規
定
で
は
事
務
員
に
よ
る
「
賃
業
通
帳
」
の
閲
覧
を
拒

む
賃
業
者
は
不
正
賃
業
者
と
み
な
す
と
条
文
に
明
記
す
る
な
ど
、
取
締
が
徹
底
す
る

よ
う
種
々
工
夫
し
て
い
る
点
が
印
象
的
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
群
馬
県
も
こ
れ
に
呼
応
し
て
、
同
年
県
令
に
よ
り
屑
糸
商
取
締
規
則
を
発

布
し
て
、
賃
業
者
か
ら
原
料
糸
を
購
入
す
る
屑
糸
商
の
取
締
り
を
図
っ
た
。
同
業
組

合

お
よ
び
県
に
よ
る
こ
れ
ら
一
連
の
政
策
は
、
そ
れ
な
り
に
効
果
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
三
年
後
の
一
九
一
四
年
に
、
桐
生
織
物
同
業
組
合
は
、
こ
う
し
た
「
不
正
」

は
「
因
襲
の
久
し
き
未
だ
其
弊
害
の
全
く
脱
却
せ
ざ
る
は
甚
だ
遺
憾
」
と
し
つ
つ
も
、

賃
業
規
定
お
よ
び
屑
糸
商
取
締
規
則
は
、
「
警
察
官
吏
と
相
侯
て
取
締
の
結
果
其
成

績
の
見
る
べ
き
も
の
な
き
に
あ
ら
ざ
る
」
と
、
警
察
力
も
借
り
つ
つ
あ
る
程
度
の
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

果
は
あ
っ
た
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
「
大
正
四
年
度
桐
生
織
物
同
業
組
合
業

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

務
成
績
」
に
よ
れ
ば
、
賃
業
監
督
の
事
務
員
が
賃
業
者
二
四
七
入
戸
、
屑
糸
商
七
六
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戸
を
視
察
し
、
「
特
別
注
意
」
二
六
九
件
を
与
え
て
い
る
ほ
か
、
「
違
犯
行
為
訓
戒
者
」

三

五
件
、
「
規
定
不
履
行
者
注
意
」
二
〇
件
を
出
し
て
い
た
。
ま
た
組
合
員
（
「
織
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

製
造
業
」
組
合
員
数
五
六
七
）
か
ら
も
「
賃
業
者
事
故
」
の
届
け
出
が
六
一
件
あ
り
、

組
合
事
務
員
に
よ
る
注
意
・
訓
戒
よ
り
少
な
い
と
は
い
え
、
賃
業
委
託
者
が
賃
業
者

の

「
不

正
」
を
か
な
り
報
告
し
て
い
る
形
と
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
組
合
事

務
員
の
調
査
に
よ
り
元
機
屋
が
組
合
に
報
告
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
も
の
と
い
う

可

能
性
が
大
き
い
。
さ
ら
に
刑
法
上
の
犯
罪
と
し
て
摘
発
し
た
件
数
も
多
く
、
「
端

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

糸
故
買
」
四
九
件
・
「
托
依
品
横
領
」
五
四
件
と
な
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
は
い
ず

れ

も
賃
織
業
者
と
彼
ら
か
ら
糸
を
購
入
し
た
屑
糸
商
の
犯
罪
の
摘
発
で
あ
り
、
実
際

に
起
訴
さ
れ
た
者
も
二
二
名
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
実
績
は
、
組
合
の
厳
重

な
賃
業
規
定
や
県
の
屑
糸
商
取
締
規
則
が
機
能
し
始
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
と

も
に
、
な
お
相
当
多
く
の
「
不
正
」
が
横
行
し
て
い
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
と
い
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

よ
う
。
そ
し
て
こ
の
後
も
、
委
託
者
に
よ
る
賃
業
者
獲
得
競
争
が
存
在
す
る
以
上
、

賃
業
者
に
よ
る
原
料
糸
横
領
、
屑
糸
商
へ
の
売
却
が
根
絶
す
る
こ
と
は
決
し
て
な

か

っ

た
。
一
九
三
六
年
に
桐
生
・
館
林
・
伊
勢
崎
の
各
織
物
同
業
組
合
は
、
県
知
事

に
対
し
て
屑
糸
取
締
に
関
し
て
陳
情
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
組
合
側
は
「
経
緯
糸
の

不
正
に
移
動
す
る
こ
と
の
頻
発
」
「
酒
々
た
る
不
正
横
行
の
実
勢
」
、
そ
れ
に
よ
る
数

年
来
の
委
託
者
の
損
失
に
つ
い
て
指
摘
し
、
新
た
な
県
の
規
則
制
定
を
要
望
し
て
い

　
　
　
　
（
9
）

た
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
以
上
、
『
桐
生
織
物
史
』
下
巻
、
四
七
八
～
四
八
六
頁
以
下
に
よ
る
。
た
だ
し
同
書
、
四
七

　
　
八
頁
の
同
連
合
会
の
共
同
声
明
が
「
明
治
四
十
年
七
月
」
と
あ
る
の
は
誤
り
。

（
2
）
　
前
掲
『
群
馬
県
史
』
資
料
編
二
三
、
八
八
六
～
八
八
七
頁
に
、
一
九
二
五
年
の
「
賃
業
引

　

合
通
帳
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
『
桐
生
織
物
史
』
中
巻
、
五
四
一
頁
。

（
4
）
　
『
桐
生
織
物
史
』
下
巻
、
五
二
〇
頁
。
ち
な
み
に
谷
本
雅
之
に
よ
れ
ば
、
埼
玉
県
の
入
間
綿

　

織
物
業
に
お
い
て
も
、
一
九
一
〇
年
代
に
「
請
願
巡
査
」
の
配
属
に
よ
り
賃
織
業
者
の
原
料

　

糸
着
服
抑
制
に
大
き
な
効
果
を
あ
げ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
入
間
織
物
業
も
そ
れ
ま
で
原
料

　

着
服
問
題
を
容
易
に
克
服
で
き
な
い
ま
ま
展
開
し
た
の
で
あ
り
、
谷
本
の
主
張
す
る
よ
う
に

　

同
織
物
業
の
発
展
は
こ
の
問
屋
制
固
有
の
問
題
を
克
服
す
る
な
か
で
実
現
し
た
と
か
、
こ
う

　

し
た
経
営
問
題
の
克
服
が
問
屋
制
生
産
の
入
間
織
物
業
の
展
開
を
支
え
る
条
件
だ
っ
た
と
は

　
　
い
い
が
た
い
。
こ
れ
は
桐
生
織
物
業
も
同
様
で
あ
る
（
谷
本
雅
之
『
日
本
に
お
け
る
在
来
的

　

経
済
発
展
と
織
物
業
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
、
第
七
章
、
同
「
も
う
一
つ
の

　
　
『
工
業
化
』
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
一
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
一
六
八
～
一
六

　

九
頁
）
。

（
5
）
　
前
掲
『
群
馬
県
史
』
資
料
編
二
三
、
八
四
六
～
八
五
五
頁
。

（
6
）
　
な
お
組
合
員
に
よ
る
使
用
人
に
関
す
る
「
事
故
」
の
届
け
出
も
五
九
件
と
多
い
。
ま
た
「
組

　

合
員
外
よ
り
組
合
員
に
対
す
る
」
「
事
故
」
の
届
け
出
が
四
件
あ
る
が
、
こ
れ
は
賃
業
者
側
か

　
　
ら
の
届
け
出
と
思
わ
れ
る
。

（
7
）
　
「
端
糸
故
買
」
四
九
件
・
「
托
依
品
横
領
」
五
四
件
に
対
し
て
、
そ
の
人
員
は
各
一
九
・
五

　
　
〇
で
あ
っ
た
か
ら
、
屑
糸
商
一
九
名
に
対
し
て
そ
の
端
糸
故
買
四
九
件
を
、
賃
織
業
者
五
〇

　

名
に
対
し
て
原
料
糸
詐
取
五
四
件
を
摘
発
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
8
）
桐
生
織
物
同
業
組
合
は
、
一
九
一
＝
年
に
賃
業
者
へ
の
中
元
贈
与
に
つ
い
て
の
警
告
を
発

　
　
し
て
い
る
。
賃
業
者
争
奪
の
た
め
多
額
の
贈
与
と
な
り
、
ひ
い
て
は
製
品
価
格
に
ま
で
影
響

　
　
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
、
贈
与
者
に
制
裁
を
加
え
る
方
針
を
組
合
員
に
警
告
し
た
。

　
　
こ
う
し
た
贈
与
は
組
合
規
程
で
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
『
桐
生
織
物
史
』
続
巻
、
一
九

　
　
六
四
年
、
七
〇
〇
頁
）
。

（
9
）
　
一
九
一
一
年
の
屑
糸
商
取
締
規
則
は
一
九
二
六
年
に
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
染
織
賃
業
取
締

　
　
規
則
が
発
布
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
徹
底
を
欠
き
「
全
く
有
名
無
実
存
在
」
と
な
っ
て
い
た
の

　
　
で
、
屑
糸
商
取
締
規
則
の
復
活
か
、
新
た
な
県
令
制
定
を
要
望
し
て
い
る
。
こ
の
事
態
は
昭

　
　
和
恐
慌
が
去
っ
た
後
の
景
気
回
復
（
と
く
に
一
九
三
五
二
二
六
年
に
は
生
産
量
が
大
幅
に
増

　
　
加
し
た
）
に
よ
り
賃
業
者
ら
の
「
不
正
」
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
以

　
　
上
、
『
桐
生
織
物
史
』
続
巻
、
六
九
五
・
七
七
五
頁
）
。
た
だ
し
原
料
糸
の
質
入
と
い
う
「
不

　
　
正
」
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
く
な
る
。
原
料
糸
を
質
入
し
な
け
れ
ば
生
活
困
難
と
い
う
極
貧

　
　
の
賃
織
業
者
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
賃
織
も
力
織
機
工
場
に
よ
る
も
の
が
主
体

　
　
と
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
の

よ
う
に
、
桐
生
織
物
業
に
お
い
て
は
、
賃
織
業
者
の
原
料
糸
詐
取
・
着
服

に
対
し
て
、
近
世
の
み
な
ら
ず
近
代
に
入
っ
て
も
繰
り
返
し
元
機
屋
を
主
体
と
し
た
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同
業
組
合
が
多
角
的
懲
罰
を
試
み
て
き
た
が
、
そ
の
効
果
は
な
か
な
か
上
が
ら
な

か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
う
し
た
多
角
的
懲
罰
戦
略
下
に
あ
っ
た
は
ず
の
一
九

〇

〇

年
前
後
に
は
、
桐
生
町
で
は
全
戸
数
の
二
～
三
割
が
賃
織
に
従
事
し
て
い
た
が
、

全
戸
数
の
約
一
割
に
相
当
す
る
屑
糸
商
が
賃
織
業
者
か
ら
「
不
正
」
な
原
料
糸
を
購

入
す
る
ほ
ど
、
「
不
正
」
は
蔓
延
し
て
い
た
。

　
桐
生
織
物
業
に
お
い
て
は
、
主
要
な
原
料
糸
が
高
価
な
生
糸
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

賃
織
業
者
の
「
不
正
」
へ
の
誘
因
を
大
き
く
し
、
こ
の
よ
う
な
「
不
正
」
の
蔓
延
を

業
界
の
一
段
と
重
大
な
問
題
と
さ
せ
、
元
機
屋
層
を
悩
ま
せ
つ
づ
け
た
。
そ
し
て
近

代
に
は
需
要
が
拡
大
し
た
大
衆
品
の
絹
織
物
を
製
織
す
る
賃
織
業
者
に
と
っ
て
は
、

多
少
の
原
料
糸
の
抜
き
取
り
は
製
品
の
品
質
に
致
命
的
で
は
な
く
、
同
業
組
合
の
多

角
的
懲
罰
戦
略
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
く
に
賃
織
需
要
の
多
い
好
況
期
に
「
不
正
」

を
容
易
に
行
い
え
た
。
他
方
、
上
質
品
生
産
に
よ
り
高
い
織
賃
獲
得
を
め
ざ
す
賃
織

業
者
の
場
合
、
原
料
糸
の
抜
き
取
り
は
そ
も
そ
も
上
質
品
生
産
を
困
難
に
さ
せ
る
こ

と
と
と
も
に
発
注
者
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
も
、
「
不
正
」
を
行
わ
せ
に
く
く
し
た
と

思
わ

れ
る
。

　
そ

し
て
「
不
正
」
の
取
締
り
は
、
大
正
初
期
頃
に
同
業
組
合
の
多
角
的
懲
罰
戦
略

の
一
層
の
徹
底
化
（
た
だ
し
「
不
正
」
の
摘
発
は
、
織
元
自
身
と
い
う
よ
り
同
業
組

合
の
事
務
員
の
主
導
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
）
と
国
家
権
力
（
警
察
）
の
動
員
に
よ
っ

て

よ
う
や
く
あ
る
程
度
効
果
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
以
上
の

よ
う
な
「
不
正
」
防
止
の
制
度
的
枠
組
み
が
あ
ま
り
機
能
し
て
い
な
か
っ

た
明
治
中
期
頃
の
状
況
は
、
岡
崎
哲
二
の
説
明
を
利
用
し
て
い
え
ば
、
賃
織
業
者
が

ど
の
程
度
「
不
正
」
を
行
う
か
否
か
不
明
な
「
レ
モ
ン
の
市
場
」
で
取
引
を
す
る
大

衆
向
け
織
物
を
取
り
扱
う
元
機
屋
は
、
低
い
均
衡
賃
金
し
か
支
払
い
え
な
か
っ
た
の

に
対
し
、
高
級
品
を
取
り
扱
う
元
機
屋
た
ち
は
、
賃
織
業
者
に
対
し
て
「
不
正
」
を

防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
効
率
賃
金
（
相
手
の
誠
実
さ
や
努
力
を
引
き
出
す
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
払

わ
れ
る
相
対
的
に
高
い
報
酬
）
を
あ
る
程
度
支
払
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。
高
度
な
技
術
を
有
す
る
下
機
屋
や
賃
織
業
者
の
中
に
は
、
欠
陥
製
品
の
織
直

し
を
保
証
す
る
シ
グ
ナ
ル
を
出
す
者
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
大
衆
向
け
織
物
需

要
の
比
重
が
高
く
、
そ
う
し
た
普
通
品
織
物
を
取
り
扱
う
元
機
屋
が
賃
織
業
者
に
対

し
て
相
対
的
に
多
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
元
機
屋
が
支
払
う
べ
き
「
不
正
」
防

止
の

た
め
の
効
率
賃
金
を
高
く
し
、
そ
の
支
払
い
を
一
層
困
難
に
し
た
。
さ
ら
に
好

況
期

も
、
多
角
的
懲
罰
戦
略
が
機
能
し
な
い
こ
と
も
加
わ
っ
て
元
機
屋
が
支
払
う
べ

き
効
率
賃
金
の
水
準
を
大
き
く
上
昇
さ
せ
る
効
果
を
も
ち
、
「
不
正
」
は
蔓
延
し
た
。

逆

に
不
況
は
効
率
賃
金
を
低
下
さ
せ
、
均
衡
賃
金
で
も
「
不
正
」
は
影
を
ひ
そ
め
た
。

　
ま
た
賃
織
業
者
が
原
料
詐
取
を
行
っ
て
以
後
の
取
引
が
不
能
と
な
る
場
合
の
利
益

と
誠
実
に
賃
織
を
行
う
場
合
の
利
益
を
合
理
的
に
選
択
し
た
の
と
同
様
に
、
元
機
屋

も
原
料
詐
取
を
行
っ
た
賃
織
業
者
に
対
し
て
以
後
の
取
引
を
拒
絶
す
る
か
否
か
、
同

業
組
合
に
通
告
す
る
か
否
か
な
ど
を
合
理
的
に
選
択
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
し

て

た
と
え
ば
、
そ
の
時
の
「
相
場
」
以
内
の
軽
い
詐
取
量
の
場
合
は
、
黙
認
さ
れ
取

引
が
継
続
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
元
機
屋
が
「
相
場
」
以
上
の
「
不
正
」
を
許
容
せ
ず
、

そ
の
賃
織
業
者
と
の
次
回
以
降
の
取
引
を
打
ち
切
る
場
合
も
、
賃
織
獲
得
力
低
下
を

恐
れ
て

同
業
組
合
に
そ
の
「
不
正
」
を
な
か
な
か
通
告
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

ま
た
通
告
し
て
も
他
の
元
機
屋
全
員
が
当
該
賃
織
業
者
と
の
以
後
の
取
引
拒
絶
と
い

う
約
束
を
守
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。

　
要
す
る
に
、
不
況
期
に
は
多
角
的
懲
罰
戦
略
を
採
用
し
な
く
て
も
賃
織
業
者
の
合

理
的
な
選
択
に
よ
り
「
不
正
」
は
抑
制
さ
れ
、
好
況
期
に
は
多
角
的
懲
罰
戦
略
の
採

用
は
元
機
屋
た
ち
に
い
く
つ
も
の
「
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
」
、
そ
れ
も
「
た
だ
乗
り
の

ジ
レ
ン
マ
」
に
陥
ら
せ
た
（
た
と
え
ば
個
々
の
元
機
屋
に
と
っ
て
は
、
自
ら
は
賃
織

業
者
の
「
不
正
」
を
報
告
せ
ず
、
他
の
元
機
屋
に
よ
る
「
不
正
」
報
告
の
情
報
と
そ

の

抑
止

力
を
享
受
す
る
と
い
う
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
が
最
も
有
利
と
な
る
）
。
こ
う
し

て

元
機
屋
相
互
の
「
結
託
」
は
成
功
せ
ず
、
彼
ら
の
多
角
的
懲
罰
戦
略
は
機
能
し
な

か
っ
た
。
む
ろ
ん
直
接
、
法
に
訴
え
る
こ
と
も
同
様
の
ジ
レ
ン
マ
に
陥
ら
せ
る
ば
か

り
か
、
そ
れ
以
外
の
種
々
の
コ
ス
ト
も
要
し
、
通
常
は
現
実
的
で
は
な
か
っ
た
。
こ

れ

は
織
元
に
と
っ
て
不
確
実
性
が
高
く
無
駄
の
多
い
、
要
す
る
に
取
引
コ
ス
ト
の
高
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い

シ
ス
テ
ム
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
結
果
と
し
て
問
屋
制
生
産
の
展
開
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

発
展
を
決
定
的
に
阻
害
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
明
治
末
・
大
正

初
期
頃
に
お
け
る
「
不
正
」
取
り
締
ま
り
徹
底
化
の
試
み
は
、
主
と
し
て
「
た
だ
乗

り
」
防
止
徹
底
化
の
試
み
だ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
（
た
だ
し
コ
ス
ト
の
か
か
る
こ
の

試
み
が
ど
の
程
度
持
続
し
た
か
明
ら
か
で
な
い
）
。

　

さ
て
こ
う
し
た
「
不
正
」
を
賃
織
業
者
自
身
は
ど
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
か
。
D
・
ラ
ン
デ
ス
は
、
問
屋
制
の
も
と
で
同
様
の
問
題
が
蔓
延
し
て
い
た
一

八
世
紀

イ
ギ
リ
ス
の
毛
織
物
工
業
に
お
け
る
賃
織
業
者
の
意
識
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
コ
八
世
紀
に
は
横
領
は
〔
法
的
に
は
〕
犯
罪
と
看
倣
さ
れ
」
た

が
、
賃
織
業
者
に
は
「
そ
の
行
為
は
、
製
造
業
主
〔
織
元
〕
の
搾
取
の
ゆ
え
に
正
当

化

さ
れ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
営
業
か
ら
得
ら
れ
る
正
常
な
臨
時
収
入
と
考
え
ら
れ
」

「
そ
の
よ
う
な
抜
取
り
に
対
し
て
良
心
の
呵
責
と
い
っ
た
感
情
は
全
く
み
ら
れ
な

　
　
（
3
）

か

っ

た
」
。
桐
生
に
お
い
て
も
、
横
山
源
之
助
の
「
桐
生
・
足
利
地
方
に
て
は
こ
れ

〔原
料
糸
抜
取
り
〕
を
尋
常
の
事
と
し
て
敢
て
疑
惑
を
置
く
者
な
く
」
な
ど
と
い
っ

た
記
述
や
、
大
衆
向
織
物
の
一
日
当
織
賃
の
他
種
労
働
者
賃
金
に
比
し
た
低
さ
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

く
に
不
況
期
の
著
し
い
低
織
賃
か
ら
（
そ
れ
ら
が
製
品
市
場
や
労
働
市
場
の
あ
り
方

か

ら
合
理
的
に
説
明
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
も
）
、
織
元
側
か
ら
み
れ
ば
た
ん
な
る

私
的
所
有
権
の
侵
害
と
し
か
み
え
な
い
こ
う
し
た
行
為
に
も
、
賃
織
業
者
側
に
は
、

同
様
な
生
活
の
た
め
の
正
当
化
す
る
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
矢
野
久
は
、

一
九

世
紀
プ

ロ

イ
セ
ン
に
お
け
る
人
々
の
森
林
盗
伐
の
事
例
か
ら
、
貧
困
に
喘
ぎ
不

平
等
な
財
産
分
配
に
直
面
し
た
民
衆
の
生
活
世
界
の
中
で
は
、
「
民
衆
は
現
存
の
法

そ
の
も
の
を
『
正
義
』
と
み
な
し
て
お
ら
ず
」
、
こ
う
し
た
「
軽
微
な
窃
盗
は
日
常
的

現
実

に
属
し
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
「
窃
盗
権
」
と
も
い
う
べ
き
権
利
意
識
が
人
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

間
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
賃
織
業
者
の
原
料
詐
取
は
、
プ
ロ
イ

セ

ン
の
森
林
盗
伐
と
は
歴
史
的
由
来
が
異
な
り
同
一
に
扱
え
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

明
治
中
期
頃
ま
で
の
桐
生
の
賃
織
業
者
た
ち
の
世
界
で
も
、
軽
度
の
「
不
正
」
は
、

彼
ら
に
と
っ
て
罪
悪
感
・
犯
罪
意
識
の
き
わ
め
て
薄
い
、
生
き
る
た
め
に
当
然
視
さ

れ

た
「
日
常
的
現
実
に
属
す
る
」
行
為
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
一
九
世
紀
プ

ロ

イ
セ
ン
の
森
林
盗
伐
の
人
々
に
も
類
し
た
意
識
が
存
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
そ
の
後
の
過
程
は
、
賃
織
業
者
の
原
料
糸
抜
取
り
行
為
が
次
第
に
禁
圧
さ

れ
て

ゆ
く
と
と
も
に
、
彼
ら
の
生
活
水
準
の
漸
次
の
上
昇
と
あ
い
ま
っ
て
、
そ
れ
を

正

当
化
す
る
意
識
も
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
ゆ
き
、
原
料
糸
抜
取
り
行
為
は
賃
織
業
者
に

と
っ
て
も
次
第
に
犯
罪
性
を
強
く
お
び
、
犯
罪
の
自
己
意
識
を
持
た
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
て
ゆ
く
過
程
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
近
代
社
会
の
法
に
よ
る
規
律

化
戦
略
の

一
定
の
成
功
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
当
然
な
が
ら
限
界
も
有
し
、
賃

織
業
者
に
よ
る
原
料
糸
抜
取
り
問
題
は
容
易
に
消
滅
し
な
か
っ
た
（
犯
罪
は
決
し
て

根
絶

さ
れ
な
い
）
。
さ
ら
に
、
か
つ
て
の
賃
織
業
者
や
森
林
盗
伐
の
人
々
の
間
な
ど

で
み

ら
れ
た
現
存
の
法
や
制
度
を
必
ず
し
も
「
正
義
」
と
は
考
え
ず
、
た
と
え
違
法

行
為
で
も
違
法
と
は
み
な
さ
な
い
で
当
然
の
権
利
行
使
と
み
な
す
人
々
の
生
活
世
界

の

意
識
も
、
多
様
に
形
を
か
え
変
質
し
な
が
ら
長
く
残
存
し
、
無
数
の
「
た
だ
乗
り

の

ジ
レ
ン
マ
」
と
と
も
に
、
こ
ん
に
ち
で
も
よ
か
れ
あ
し
か
れ
広
範
に
残
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

註（
1
）
　
岡
崎
、
前
掲
書
、
一
三
四
～
一
三
六
頁
。

（
2
）
　
こ
の
点
が
、
谷
本
雅
之
と
筆
者
の
見
解
が
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
原
料
詐
取
問
題

　
が
問
屋
制
生
産
を
決
定
的
に
阻
害
す
る
ほ
ど
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
主
た
る
抑
止
要
因
は
、

　
結
局
、
元
機
屋
の
許
容
量
以
上
の
詐
取
に
対
す
る
当
該
元
機
屋
自
身
に
よ
る
次
回
以
降
の
取

　
引
拒
絶
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
3
）
　
D
・
S
・
ラ
ン
デ
ス
（
石
坂
昭
雄
・
冨
岡
庄
一
訳
）
『
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
工
業
史
1
』
（
み
す

　
ず
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
六
九
・
七
二
頁
。

（
4
）
　
横
山
、
前
掲
書
、
＝
一
八
頁
以
下
（
引
用
は
＝
二
一
二
頁
）
、
お
よ
び
前
述
の
一
日
当
織
賃
。

（
5
）
　
矢
野
久
「
犯
罪
・
刑
罰
　
フ
ー
コ
ー
と
下
か
ら
の
社
会
史
」
竹
岡
敬
温
・
川
北
稔
編
『
社

　
会
史
へ
の
途
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
。
引
用
は
、
二
八
〇
頁
。

（神
奈
川
大
学
経
済
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇
〇
〇
年
四
月
二
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
一
年
九
月
四
日
審
査
終
了
）
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AStudy　of　the　Putdng－011t　System　in　the　Textile　Indllstry　of　Me6i　Khyu：

Could　They　Prevent　Picking　P

MATsuMuRA　Satoshi

During　the　Meiji　era，　the　silk　texUle　industly　in　Kiryu，　which　had　developed　with　subcontrac6ng

weavers　as　a　m司or　production　unit，　suffered　from　the　problem　of　the　pick　and　steal　of　material　y㎜

by　the　weavers．　That　is，　they　stole　part　of　the　material　raw　silk　advanced　by　the　putter－out　and　sold

them　to　the　raw　silk　merchants，　and　that　was　an　everyday　ajfair　in　those　days．　It　was　a　serious

problem　peculiar　to　the　putting－out　system，　in　which　the　putter－out　that　gave　an　order　was　unable　to

always　monitor　the　production　activity　of　the　subcontractors．　This　problem　attracted　the　attention　of

researchers　not　only　in　the　study　of　Japanese　economic　history　but　also　in　that　of　European　one，

and　some　even　regard　it　as　one　of　the　factors　fo耐ansi60n　in　the　production　fo㎜廿om　the　pu出ng－

out　system　to　the　factory　system．

　　　For　the　recent　study　on　this　issue，　in　the　early　modem　6mes，　there　was　a　view　that　highly　ap

preciated　the　multiple　punishment　strategy　by　principals（the　strategy　to　prevent　the　swindle　by　pri－

vate　rules　and　system　prescribing　that　the　infomlation　about　the　agent　that　committed　a　swindle　be

kno㎜to　the　guild　of　principal　and　that　all　principals　refuse　to　trade　with　the　agent），　as　a　measure

that　principal　took　against　such　swindle．　In　the　early　modern　times（before　Meiji），　when　fU田llment

of　contracts　and　proprietorship　were　not　suf丘ciently　ensured　by　the　of丘cial　power，　merchants　had　to

ensure　them　privatel￥However，　there　is　no　evidence　that　such　a　multiple　punishment　strategy　actu－

ally　worked　ef丘ciently．　In　fact，　even　after　the　Me遍i　Restoration，　when　it　was　the　principle　that　the

state　power　should　completely　ensure　fU田llment　of　contracts　and　proprietorship　by　law　and　tdal，

the　textile　manufacturers　in　Kiryu　repeatedly　tried　such　multiple　punishment　strategy　In　other

words，　even　in　the　modem　times，　due　to　the　trial　cost，　etc．，　the　direct　assurance　of　proprietorship

and　fu1611ment　of　contracts　by　the　state　power（modem　law）did　not　thoroughly　prevent　small　injus－

tices　of　subcontracting　weavers．　So　the　manufacturers　still　continued　trying　the　multiple　punishment

strategy　by　the　trade　association．　However，　as　we　have　seen　from　the　fact　that　it　was　repeated　while

being　revised，　the　measure　was　not　ef㊤c廿ve，　either．　This　paper，　following　the　process，　considers　the

reason　why　the　multiple　punishment　strategy　did　not　work　effectively　and　what　it　implied．
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